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所
在

　

カ
ナ
ダ
に
お
い
て
、
近
年
、
安
楽
死
に
関
す
る
議
論
が
活
発
化
し
て
き
て
い
る
。
カ
ナ
ダ
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
初
頭
に
筋
萎
縮
性
側
索

硬
化
症
（
Ａ
Ｌ
Ｓ
）
を
患
う
一
人
の
女
性
が
安
楽
死
を
求
め
て
自
殺
幇
助
罪
規
定
の
合
憲
性
を
問
う
裁
判
を
起
こ
し
、
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
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六
六

カ
ナ
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お
け
る
安
楽
死
議
論
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展
開

三
〇
九
四

判
所
は
五
対
四
の
僅
差
で
彼
女
の
主
張
を
排
斥
し
た）

1
（

。
こ
の
事
件
は
、
直
後
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
複
数
の
州
に
お
け
る
各
州
法
の
自
殺
幇

助
罪
規
定
の
合
憲
性
を
争
う
訴
訟
や
自
殺
幇
助
・
安
楽
死
の
合
法
化
を
め
ぐ
る
運
動）

2
（

に
多
大
な
影
響
を
与
え
、
そ
の
後
の
世
界
各
地
で
の
自

殺
幇
助
・
安
楽
死
合
法
化
の
展
開
の
嚆
矢
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
事
件
か
ら
お
よ
そ
四
半
世
紀
後
の
二
〇
一
五
年
、
ふ
た
た
び

自
殺
幇
助
罪
規
定
の
合
憲
性
を
問
わ
れ
た
カ
ナ
ダ
最
高
裁
は
、
全
員
一
致
で
こ
れ
を
違
憲
と
判
断
し
た
。
の
み
な
ら
ず
、
判
決
で
は
一
年
以

内
と
い
う
時
間
を
区
切
っ
て
、
立
法
府
に
法
改
正
を
求
め
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
紆
余
曲
折
を
経
て
、
二
〇
一
六
年
に
自
殺
幇
助
・
安
楽
死

を
合
法
化
す
る
法
案
Ｃ－
一
四
が
可
決
・
成
立
し
、
新
法
の
制
定
後
の
一
年
間
で
、
カ
ナ
ダ
で
は
、
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
生
命
を
終
結
さ
せ

た
患
者
が
一
九
八
二
人
に
の
ぼ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る）

3
（

。
こ
れ
に
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
法
に
基
づ
く
制
度）

4
（

に
よ
る
死
亡
者
を
加
え
る
と
、
二

一
四
九
人
が
、
医
療
関
係
者
の
援
助
に
よ
り
自
ら
生
命
を
終
結
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
新
法
に
対
し
て
は
、
安
楽
死
賛

成
派
・
反
対
派
の
両
派
か
ら
訴
訟
が
提
起
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
帰
趨
は
な
お
不
透
明
な
部
分
が
あ
る
。

　

本
稿
は
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
自
殺
幇
助
・
安
楽
死
議
論
の
展
開
を
概
観
し
、
そ
こ
で
の
論
点
を
整
理
し
た
上
で
、
わ
が
国
に
お
け
る
自
殺

幇
助
・
安
楽
死
議
論
の
一
助
と
な
る
べ
く
、
若
干
の
考
察
を
加
え
た
い
。

第
二
章
　
ロ
ド
リ
ゲ
ス
事
件
最
高
裁
判
決

　

カ
ナ
ダ
の
連
邦
制
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
同
様
、
伝
統
的
に
各
州
の
権
限
が
比
較
的
大
き
い
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
が
、
刑
法
に
関
し

て
は
、
統
一
し
た
連
邦
刑
法
典
が
適
用
さ
れ
る
。
他
の
多
く
の
国
々
と
同
様
、
同
意
は
殺
人
の
抗
弁
と
は
な
ら
ず）

5
（

、
自
殺
自
体
は
一
九
七
二

年
に
非
犯
罪
化
さ
れ
た
が）

6
（

、
自
殺
教
唆
・
幇
助
は
犯
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
る）

7
（

。

　

自
殺
幇
助
や
安
楽
死
に
関
し
て
は
、
一
九
八
二
年
の
連
邦
議
会
法
律
委
員
会
の
ワ
ー
キ
ン
グ
ペ
ー
パ
ー）

8
（

や
一
九
八
三
年
の
連
邦
議
会
法
律
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委
員
会
の
特
別
報
告
書）

9
（

が
提
出
さ
れ
る
な
ど
、
以
前
か
ら
も
論
争
が
続
け
ら
れ
て
き
た
が
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
安
楽
死
議
論
と
し
て
と
り
わ

け
注
目
を
集
め
た
の
は
、
一
九
九
三
年
の
ロ
ド
リ
ゲ
ス
事
件
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
判
決）
₁₀
（

で
あ
っ
た
。
原
告
のSue R

odriguez

は
当
時
四
二

歳
の
女
性
で
、
不
治
の
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症
（
Ａ
Ｌ
Ｓ
）
の
末
期
状
態
に
あ
っ
た
。
余
命
は
二
～
一
四
カ
月
と
診
断
さ
れ
、
容
体
の
悪
化

に
よ
り
、
や
が
て
体
の
自
由
が
奪
わ
れ
て
い
き
、
人
工
呼
吸
器
や
胃
ろ
う
に
よ
り
、
ベ
ッ
ド
に
寝
た
き
り
状
態
に
な
る
と
告
げ
ら
れ
た
原
告

は
、
し
か
る
べ
き
時
期
に
お
い
て
、
医
師
の
幇
助
を
受
け
て
自
ら
生
命
を
絶
つ
こ
と
を
望
ん
だ
。
し
か
し
カ
ナ
ダ
で
は
、
連
邦
刑
法
典
第
二

四
一
条
⒝
に
﹁
他
人
の
自
殺
を 

⋮ 

⒝
幇
助
（aids or abets

）
し
た
者
は
、
自
殺
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
正
式
起
訴
犯
罪
で
あ
り
、
一

四
年
未
満
の
自
由
刑
に
処
す
る
。﹂
と
い
う
規
定
が
置
か
れ
て
い
た
た
め
、
こ
の
規
定
が
﹁
権
利
お
よ
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章

（C
anadian C

harter of R
ights and F

reedom
s

）﹂（
以
下
、
カ
ナ
ダ
憲
章
と
略
称
す
る
。）
の
諸
規
定
、
す
な
わ
ち
、﹁
何
人
も
、
生
命
、

自
由
お
よ
び
身
体
の
安
全
の
権
利
を
有
し
、
基
本
的
正
義
の
原
理
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
権
利
を
奪
わ
れ
な
い
﹂
と
規
定
す
る
第
七
条
へ

の
違
反
を
中
心
と
し
て
、﹁
何
人
も
、
残
虐
か
つ
異
常
な
処
遇
ま
た
は
刑
罰
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
権
利
を
有
す
る
﹂
と
規
定
す
る
第
一
二

条
お
よ
び
﹁
す
べ
て
個
人
は
、
法
の
前
お
よ
び
法
の
下
に
平
等
で
あ
り
、
殊
に
、
人
種
、
民
族
も
し
く
は
種
族
、
皮
膚
の
色
、
宗
教
、
性
別
、

年
齢
ま
た
は
精
神
的
も
し
く
は
肉
体
的
障
害
に
よ
り
差
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
法
に
よ
る
公
平
な
保
護
お
よ
び
利
益
を
受
け
る
権
利
を
有
す

る
﹂
と
規
定
す
る
第
一
五
条
第
一
項
に
違
反
す
る
と
い
う
宣
言
判
決
を
求
め
て
提
訴
し
た）
₁₁
（

。

　

カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
は
、
五
対
四
の
僅
差
で
上
訴
人
の
訴
え
を
退
け
た
。Sopinka

裁
判
官
に
よ
る
法
廷
意
見
は
、
ま
ず
カ
ナ
ダ
憲
章
第

七
条
違
反
の
点
に
つ
い
て
、
連
邦
刑
法
二
四
一
条
⒝
の
包
括
的
な
自
殺
幇
助
の
禁
止
が
、
上
訴
人
の
人
格
に
関
す
る
自
律
を
奪
い
、
身
体
的
・

精
神
的
な
苦
痛
を
与
え
、
個
人
の
安
全
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
認
め
つ
つ
、
当
該
規
制
が
カ
ナ
ダ
憲
章
第
七
条
の
﹁
基
本
的
正
義
﹂

に
反
す
る
か
を
検
討
す
る）
₁₂
（

。
意
思
能
力
を
有
し
つ
つ
自
ら
自
殺
の
遂
行
が
不
可
能
な
末
期
患
者
に
議
論
を
限
定
し
つ
つ）
₁₃
（

、
規
制
目
的
で
あ
る

傷
つ
け
ら
れ
や
す
い
弱
者
の
保
護
に
か
か
る
国
家
の
利
益
の
重
要
性
と
、
こ
れ
が
法
的
伝
統
や
社
会
的
信
念
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
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検
討
し
、
当
該
規
制
と
こ
の
利
益
と
の
関
係
性
を
問
題
と
す
る）
₁₄
（

。
そ
し
て
、
終
末
期
に
お
け
る
医
療
ケ
ア
の
場
で
の
患
者
の
治
療
拒
否
権
に

対
し
て
、
自
殺
幇
助
は
、
本
質
的
に
、
道
徳
的
・
法
的
な
不
正
で
あ
り
、
完
全
な
禁
止
以
外
に
濫
用
防
止
が
可
能
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
と

い
う
二
点
で
異
な
る
と
し）
₁₅
（

、
諸
外
国
の
対
応
も
概
観
し
た
上
で）
₁₆
（

、
自
殺
幇
助
の
包
括
的
禁
止
は
西
欧
民
主
主
義
国
の
標
準
と
な
っ
て
お
り
、

こ
の
よ
う
な
禁
止
が
憲
法
や
基
本
的
人
権
に
反
す
る
と
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
の
住
民
投
票
に
よ
る
法
改
正
否
決
の
結

果
に
鑑
み
つ
つ
、
確
か
に
一
定
の
場
合
に
苦
痛
を
惹
起
す
る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
生
命
お
よ
び
傷
つ
け
ら
れ
や
す
い
弱
者
の
保
護
に
対
す

る
社
会
的
懸
念
が
、
濫
用
を
防
止
す
る
法
と
し
て
包
括
的
な
禁
止
を
選
択
し
た
こ
と
が
窺
え
る
と
判
示
し
た）
₁₇
（

。
ま
た
、
治
療
の
中
断
や
緩
和

ケ
ア
と
自
殺
幇
助
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
一
般
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
て
お
り
、
自
殺
幇
助
に
反
対
す
る
医
療
関
係
諸
団
体
の
見
解
か
ら

も
、
濫
用
へ
の
懸
念
と
適
切
な
防
止
策
の
困
難
性
に
鑑
み
て
も
、
包
括
的
な
自
殺
幇
助
の
禁
止
は
、
専
断
で
も
不
公
正
で
も
な
く
、﹁
基
本

的
正
義
﹂
に
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た）
₁₈
（

。

　

次
に
第
一
二
条
違
反
の
点
に
つ
い
て
は
、
同
条
が
禁
止
す
る
残
虐
か
つ
異
常
な
﹁
処
遇
﹂
に
は
、
積
極
的
な
国
家
的
行
為
が
行
わ
れ
、
個

人
に
対
す
る
国
家
的
統
制
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
、
単
な
る
法
に
よ
る
禁
止
は
こ
れ
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
退
け
た）
₁₉
（

。

　

最
後
に
、
第
一
五
条
違
反
の
点
に
つ
い
て
は
、
少
数
意
見
を
書
い
たL

am
er

主
席
裁
判
官
（
当
時
）
と
こ
れ
に
同
調
す
る
一
名
の
裁
判

官
だ
け
が
こ
の
点
を
問
題
と
し
、
違
憲
と
す
る
見
解）
₂₀
（

を
示
し
た
が
、
そ
の
他
の
裁
判
官
は
、
自
ら
自
殺
を
選
択
で
き
な
い
者
に
対
す
る
平
等

権
侵
害
性
の
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
を
避
け
、
カ
ナ
ダ
憲
章
第
一
条
の
文
脈
に
お
け
る
検
討
に
考
察
を
進
め
た）
₂₁
（

。
カ
ナ
ダ
の
違
憲
審
査
制
で

は
、
カ
ナ
ダ
憲
章
に
規
定
さ
れ
た
人
権
や
自
由
侵
害
は
、﹁
権
利
お
よ
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章
は
、
自
由
か
つ
民
主
的
な
社
会
に
お

い
て
明
確
に
正
当
化
さ
れ
得
る
合
理
性
を
持
ち
、
か
つ
、
法
律
で
定
め
る
制
限
に
の
み
服
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
こ
の
憲
章
で
規
定
す
る
権

利
お
よ
び
自
由
を
保
障
す
る
﹂
と
規
定
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章
第
一
条
の
下
に
、
一
般
的
に
、
一
九
八
六
年
のO

akes

事
件
連
邦
最
高
裁
判
決）
₂₂
（

に
お
い
て
定
立
さ
れ
た
審
査
基
準
、
い
わ
ゆ
る
オ
ー
ク
ス
・
テ
ス
ト
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
テ
ス
ト
は
、
立
法
の
憲
章
適
合
性
を
二
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七

段
階
で
審
査
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
規
制
立
法
の
目
的
が
自
由
か
つ
民
主
的
な
社
会
に
と
っ
て
緊
急
か
つ
重
要
（pressing and 

substantial

）
な
も
の
で
あ
る
か
を
問
い
、
続
い
て
当
該
規
制
手
段
と
立
法
目
的
が
比
例
関
係
（proportionality

）
に
あ
る
か
を
問
う
も

の
で
あ
る
。 

二
段
階
目
の
審
査
は
さ
ら
に
、
目
的
と
手
段
と
の
合
理
的
な
関
連
性
（rational connection

）、
規
制
の
必
要
最
小
限
度
性

（m
inim

al im
pairm

ent

）、 

規
制
の
効
果
と
目
的
と
の
比
例
関
係
性
（proportionality in effects

）
の
三
つ
に
細
分
さ
れ
る
。
法
廷
意
見

は
、
緩
和
医
療
・
尊
厳
死
と
自
殺
幇
助
と
の
相
違
は
、
因
果
性
お
よ
び
行
為
者
の
意
図）
₂₃
（

に
求
め
ら
れ
う
る
と
し
つ
つ
、
連
邦
刑
法
典
第
二
四

一
条
⒝
は
、
至
高
の
人
の
生
命
を
保
護
す
る
と
い
う
国
家
的
利
益
に
結
び
付
い
た
﹁
明
確
に
緊
急
か
つ
重
要
な
立
法
目
的
﹂
を
有
し
て
お

り
）
₂₄
（

、
基
本
的
価
値
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
、
西
欧
社
会
や
諸
医
療
組
織
、
カ
ナ
ダ
立
法
委
員
会
等
の
実
質
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
も
基
づ

い
て
い
る
と
し）
₂₅
（

、
比
例
性
に
関
し
て
も
、
生
命
お
よ
び
傷
つ
け
ら
れ
や
す
い
弱
者
の
有
効
的
な
保
護
と
い
う
目
的
と
合
理
的
に
関
連
し
て
お

り
、
社
会
に
お
け
る
傷
つ
け
ら
れ
や
す
い
弱
者
を
保
護
す
る
た
め
に
は
、
自
殺
幇
助
の
例
外
な
き
禁
止
が
最
善
策
で
あ
っ
て
、
例
外
の
設
定

に
は
濫
用
の
危
険
性
が
排
除
で
き
ず
、
立
法
目
的
を
全
う
で
き
る
中
間
的
手
段
が
存
在
し
な
い
以
上
、
過
度
に
広
範
で
あ
る
と
も
い
え
ず
、

比
例
性
テ
ス
ト
も
満
た
し
て
い
る
と
し
て
、
上
訴
人
の
主
張
を
退
け
た）
₂₆
（

。

 　

こ
れ
に
対
し
て
、
四
名
の
裁
判
官
に
よ
る
反
対
意
見
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
人
が
、
女
性
と
し
て
初
の
連
邦
最
高
裁
主
席
裁
判

官
と
な
り
、
二
〇
〇
〇
年
一
月
七
日
よ
り
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
五
日
ま
で
の
任
期
中
、
後
に
見
る
カ
ー
タ
ー
事
件
判
決
を
始
め
、
数
々
の

裁
判
に
お
い
て
リ
ベ
ラ
ル
派
と
目
さ
れ
て
き
た
、第
一
七
代
連
邦
最
高
裁
主
席
裁
判
官
のM

cL
aflin

裁
判
官
で
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る）
₂₇
（

。

　

後
の
カ
ー
タ
ー
事
件
連
邦
最
高
裁
判
決
と
基
本
的
な
枠
組
み
に
お
い
て
多
く
の
共
通
点
を
有
し
て
い
る
た
め
、や
や
詳
細
に
紹
介
す
る
と
、

ま
ず
、M
cL

aflin

裁
判
官
は
、
カ
ナ
ダ
憲
章
第
一
五
条
違
反
の
点
に
つ
い
て
は
法
廷
意
見
と
同
じ
く
こ
れ
を
退
け
、
第
七
条
違
反
の
点
を

中
心
に
検
討
す
る
。
そ
し
て
カ
ナ
ダ
憲
章
第
七
条
に
い
う
人
の
安
全
に
は
、
人
格
的
自
律
お
よ
び
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
い
う
観
念
を
包
摂
し
て

い
る
と
し
た
上
で
、
自
殺
幇
助
罪
規
定
が
こ
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
法
廷
意
見
と
同
意
見
と
し
つ
つ
も
、
議
会
が
設
定
し



（　
　
　
　

）

同
志
社
法
学　

六
九
巻
七
号�

一
〇
七
〇

カ
ナ
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け
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議
論
の
展
開

三
〇
九
八

た
自
殺
を
容
認
す
る
一
方
で
自
殺
幇
助
を
犯
罪
と
す
る
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
単
に
自
殺
が
肉
体
的
に
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
理
由

だ
け
で
、
上
訴
人
の
よ
う
な
者
か
ら
基
本
的
正
義
の
原
理
に
違
反
す
る
形
で
人
の
安
全
（
自
分
自
身
の
身
体
に
つ
い
て
、
自
分
自
身
の
身
体

に
の
み
影
響
を
与
え
る
決
定
を
行
う
権
利
）
を
奪
う
も
の
で
あ
っ
て
恣
意
的
で
あ
る
と
し
た
。
さ
ら
に
、
基
本
的
正
義
と
い
う
枠
組
み
の
中

か
ら
は
利
益
衡
量
と
い
う
要
素
を
排
除
し
つ
つ
、
こ
の
違
反
は
カ
ナ
ダ
憲
章
第
一
条
に
よ
っ
て
は
正
当
化
さ
れ
な
い
と
し
た）
₂₈
（

。
立
法
府
が
設

け
た
医
師
の
援
助
に
よ
る
自
殺
が
他
国
で
も
広
く
受
け
容
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
基
づ
く
自
殺
幇
助
の
禁
止
と
い
う
論
拠
も

納
得
で
き
ず
、
自
殺
幇
助
の
許
容
が
、
堰
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
真
に
死
に
同
意
し
て
い
な
い
障
害
者
の
殺
害
に
扉
を
開
く
も
の
で
あ
る

と
い
う
論
拠
も
、
そ
れ
は
、
い
つ
か
誰
か
が
別
の
場
所
で
誰
か
を
殺
す
、
あ
る
い
は
自
殺
へ
と
不
適
切
に
影
響
力
を
行
使
し
て
し
ま
う
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
負
担
を
上
訴
人
に
負
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
ス
ケ
ー
プ
ゴ
ー
ト
に
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
、
と
し
て
批

判
す
る）
₂₉
（

。
基
本
的
正
義
の
原
理
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
々
を
、
個
々
人
と
し
て
考
慮
し
、
法
に
よ
っ
て
公
平
に
扱
う
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ

っ
て
、
濫
用
の
恐
れ
は
、
こ
の
場
面
で
は
問
題
と
は
な
ら
な
い
と
す
る）
₃₀
（

。
さ
ら
に
、
も
し
他
人
の
生
命
終
結
を
手
助
け
す
る
こ
と
が
正
当
化

さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
が
﹁
消
極
的
﹂－
す
な
わ
ち
、
生
命
の
保
持
に
必
要
な
支
援
策
の
取
り
外
し
か
、﹁
積
極
的
﹂－

す
な
わ
ち
、

正
常
な
精
神
状
態
の
者
が
尊
厳
を
も
っ
て
自
分
の
生
命
を
終
結
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
手
段
の
提
供
か
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
意
見
は
受
け
容

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
も
述
べ
て
い
る）
₃₁
（

。

　

一
方
、L

am
er

主
席
裁
判
官
に
よ
る
反
対
意
見
は
、
州
控
訴
裁
判
所
のM

cE
achem

主
席
裁
判
官
の
﹁
私
の
見
解
で
は
、
本
件
を
生
と

死
の
相
克
と
し
て
判
断
を
下
す
の
は
誤
り
で
あ
る
。
カ
ナ
ダ
憲
章
は
生
と
い
う
事
実
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
質
や
生
命
の
尊
厳
に
も
関
心
を
寄

せ
る
も
の
で
あ
る
。
私
の
見
解
で
は
、
死
と
我
々
の
死
に
方
は
生
の
一
部
そ
の
も
の
で
あ
る）
₃₂
（

。﹂
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
つ
つ
、
一
見
す
る

と
そ
の
適
用
に
お
い
て
中
立
的
に
見
え
る
自
殺
幇
助
罪
規
定
で
は
あ
る
が
、
自
己
決
定
を
行
使
す
る
能
力
が
他
者
の
援
助
を
前
提
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
身
体
的
障
害
を
有
す
る
者
が
採
り
う
る
選
択
肢
を
阻
害
す
る
影
響
を
与
え
て
い
る
と
し
て
、
カ
ナ
ダ
憲
章
第
一
五
条
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違
反
の
点
に
つ
い
て
も
認
め
た）
₃₃
（

。
そ
の
上
で
、
滑
り
や
す
い
坂
道
の
議
論
も
比
例
性
を
満
た
す
根
拠
た
り
得
な
い）
₃₄
（

と
し
て
、
同
規
定
の
違
憲

無
効
を
宣
言
し
つ
つ
、
立
法
府
へ
対
応
へ
の
猶
予
期
間
と
し
て
一
年
間
、
宣
言
の
効
果
を
停
止
し
、
こ
の
間
は
個
別
の
司
法
審
査
に
よ
り
憲

法
に
よ
る
免
責
を
与
え
る
と
し
た）
₃₅
（

。

　

し
か
し
、
判
決
が
五
対
四
と
い
う
僅
差
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
断
が
下
さ
れ
た
後
も
、
一
九
九
三
年
に
一
二
歳

の
脳
性
麻
痺
の
娘
を
一
酸
化
炭
素
中
毒
で
死
亡
さ
せ
た
父
親
の
事
件
を
め
ぐ
る
裁
判）
₃₆
（

を
通
し
て
、
父
親
か
ら
の
慈
悲
殺
だ
と
い
う
主
張
に
お

い
て
、
娘
の
状
態
が
カ
ナ
ダ
憲
章
に
違
反
す
る
と
の
主
張
が
展
開
さ
れ
て
注
目
を
集
め
た
こ
と
や
、
隣
国
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
の
医
師
に

よ
る
自
殺
幇
助
（
Ｐ
Ａ
Ｓ
）
の
合
法
化
の
動
き
が
活
性
化
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
一
九
九
一
年
以
降
、
カ
ー
タ
ー
事
件
判
決
ま
で
の
間
に

自
殺
幇
助
や
安
楽
死
を
合
法
化
し
よ
う
と
す
る
議
員
立
法
案
が
下
院
に
九
本
提
出
さ
れ
て
お
り）
₃₇
（

、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
判
決
後
の
一
九
九
四
年
に
上

院
に
設
け
ら
れ
た
特
別
委
員
会
が
翌
一
九
九
五
年
六
月
に
特
別
委
員
会
報
告
書）
₃₈
（

を
提
出
す
る
な
ど
、絶
え
間
な
く
議
論
が
続
け
ら
れ
て
き
た
。

輓
近
で
も
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
に
は
、
カ
ナ
ダ
王
立
協
会
（R

oyal Society of C
anada

）
の
専
門
家
パ
ネ
ル
が
報
告
書）
₃₉
（

を
提
出
し
、
一

定
の
場
合
に
自
殺
幇
助
を
容
認
す
る
よ
う
に
刑
法
典
の
改
正
を
提
言
し
て
い
た
。

第
三
章
　
カ
ー
タ
ー
事
件
最
高
裁
判
決

　

二
〇
一
五
年
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
判
決
か
ら
二
十
余
年
を
経
て
、
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
は
、
ほ
ぼ
同
じ
事
例
に
対
し
て
、
新
た
に
判
断
を
求
め

ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
が
、
カ
ー
タ
ー
事
件
判
決
で
あ
る
。

　

上
訴
人G

loria T
aylor

は
、
六
一
歳
の
と
き
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
判
決
の
原
告
と
同
じ
く
、
不
治
の
筋
萎
縮
性
側
索
硬
化
症
と
診
断
さ
れ
、

余
命
半
年
か
ら
一
年
と
宣
告
さ
れ
た
。
病
状
は
比
較
的
安
定
し
て
い
た
が
、
や
が
て
、
病
気
の
進
行
に
よ
り
車
椅
子
さ
え
使
え
な
く
な
り
、
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一
〇
七
二

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
安
楽
死
議
論
の
展
開

三
一
〇
〇

外
国
人
に
対
し
て
も
安
楽
死
の
実
施
を
認
め
て
い
る
ス
イ
ス
へ
の
﹁
自
殺
ツ
ー
リ
ズ
ム
﹂
も
検
討
し
た
が
、
少
な
か
ら
ぬ
経
費）
₄₀
（

が
必
要
で
あ

る
こ
と
か
ら
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
家
族
に
囲
ま
れ
て
、
自
宅
で
最
期
を
迎
え
た
い
と
い
う
希
望
を
叶
え
る
た
め
に
、
二

〇
一
一
年
四
月
、
自
殺
幇
助
を
包
括
的
に
禁
止
す
る
連
邦
刑
法
二
四
一
条
⒝
等
の
違
憲
無
効
を
求
め
て
訴
訟
を
提
起
し
た
。
そ
の
宣
誓
供
述

書
で
、
彼
女
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹁
私
は
死
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
死
に
た
く
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
事
実
だ
。
私

は
死
を
受
け
容
れ
る
こ
と
は
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
は
、
死
と
は
生
の
一
部
だ
と
考
え
て
い
る
か
ら
だ
。
私
が
恐
れ
る
の
は
、
私
の
人
生

の
締
め
く
く
り
と
し
て
で
は
な
く
、
否
定
す
る
も
の
と
し
て
の
死
だ
。
私
は
一
歩
一
歩
、
緩
慢
に
死
を
迎
え
た
く
は
な
い
。
病
院
の
ベ
ッ
ド

で
意
識
も
な
く
、
無
駄
に
過
ご
し
た
く
な
い
。
苦
痛
に
苛
ま
れ
た
死
を
迎
え
た
く
は
な
い
。
⋮
私
た
ち
は
、
私
た
ち
の
人
生
を
通
じ
て
私
た

ち
を
創
り
上
げ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
私
が
そ
う
な
り
た
い
と
願
い
、
人
か
ら
そ
う
い
う
ふ
う
に
見
ら
れ
た
い
と
願
い
、
人
に
そ
の

よ
う
に
記
憶
し
て
も
ら
い
た
い
と
願
う
人
物
を
私
が
創
り
上
げ
る
過
程
の
一
部
で
あ
る
。
私
は
、
私
の
死
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
創
造
の
一

部
で
あ
る
こ
と
を
望
む
。
私
よ
り
以
前
に
も
、
か
つ
てSue R

odriguez

が
問
い
か
け
た 

︱ 

い
っ
た
い
誰
の
命
な
の
か
と）
₄₁
（

﹂。

　

同
じ
く
上
訴
人
と
な
っ
たL

ee C
arter

と
夫
のH

ollis Johnson

は
、L

ee

の
母
親
、K

athleen 

（“K
ay”

） C
arter

の
ス
イ
ス
へ
の
自

殺
ツ
ア
ー
に
よ
る
死
を
援
助
し
て
い
た
。K

ay

は
、
二
〇
〇
八
年
に
脊
髄
の
病
気
で
あ
る
脊
柱
管
狭
窄
と
診
断
さ
れ
、
翌
二
〇
〇
九
年
八
月

頃
に
は
、
車
椅
子
を
利
用
し
、
特
に
腕
の
動
き
に
支
障
が
出
て
、
ベ
ッ
ド
か
ら
起
き
上
が
る
に
も
、
食
事
や
ト
イ
レ
に
も
、
支
援
が
必
要
と

な
り
、
慢
性
的
な
苦
痛
に
も
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
。
二
〇
〇
九
年
七
月
に
は
、
ス
イ
ス
で
の
自
殺
ツ
ア
ー
を
決
意
し
、
近
親
者
や
友
人
に
そ

の
旨
を
告
げ
、
手
続
に
入
っ
た
が
、
こ
れ
に
は
相
当
な
時
間
が
必
要
で
あ
り
、
身
体
的
能
力
の
減
退
に
よ
り
、
自
分
一
人
で
は
ス
イ
ス
ま
で

行
く
こ
と
が
で
き
ず
、
援
助
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
者
が
自
殺
幇
助
罪
の
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
を
非
常
に
憂
慮
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
一
月
に
は
、
翌
二
〇
一
〇
年
一
月
一
五
日
に
ス
イ
ス
で
の
自
殺
幇
助
を
受
け
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
が）
₄₂
（

、
こ
の
手
続
を

担
当
し
、
二
名
の
近
親
者
と
共
に
ス
イ
ス
の
現
場
へ
と
付
き
添
い
、
最
期
を
看
取
っ
た
の
がL

ee C
arter

とH
ollis Johnson

で
あ
っ
た）
₄₃
（

。
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こ
の
他
、
同
州
の
開
業
医
で
、
違
法
で
な
く
な
れ
ば
患
者
へ
の
自
殺
幇
助
の
用
意
が
あ
る
と
す
る
医
師
一
名
と
、
法
的
・
資
金
的
援
助
を

含
め
て
原
告
の
支
援
を
行
っ
て
い
る T

he B
ritish C

olum
bia C

ivil L
iberties A

ssociation

（
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｌ
Ａ
）
も
上
訴
人
に
名
を
連
ね
て

い
た
。
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｌ
Ａ
は
、
一
九
六
二
年
設
立
の
市
民
的
人
権
保
護
を
目
的
と
す
る
団
体
で
、
カ
ナ
ダ
で
最
も
古
く
か
ら
活
動
を
続
け
て
い
る

団
体
で
あ
る
が）
₄₄
（

、
一
般
的
に
審
理
期
間
が
長
期
に
わ
た
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
末
期
患
者
が
関
わ
る
訴
訟
の
継
続
を
視
野
に
、
原
告
に
加
わ
っ

て
い
た
。

　

二
〇
一
二
年
六
月
一
五
日
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
上
級
裁
判
所
のLynn Sm

ith

裁
判
官
は
、
四
〇
〇
頁
近
い
判
決
文
に
お

い
て
、
安
楽
死
や
自
殺
幇
助
に
関
す
る
国
内
外
の
歴
史
、
法
制
度
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
判
決
を
含
め
た
裁
判
例
、
各
種
統
計
を
始
め
、
様
々
な
見

解
を
詳
細
に
検
討
し
た
上
で
、
自
殺
幇
助
を
禁
止
す
る
連
邦
刑
法
典
第
二
四
一
条
⒝
が
カ
ナ
ダ
憲
章
七
条
お
よ
び
一
五
条
に
違
反
し
、
無
効

で
あ
る
と
の
判
決
を
出
し
た）
₄₅
（

。
後
の
連
邦
最
高
裁
の
判
決
も
、
本
判
決
を
丁
寧
に
検
証
す
る
こ
と
を
軸
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。Sm

ith

裁
判

官
は
、
ま
ず
カ
ナ
ダ
国
内
に
お
い
て
規
制
さ
れ
る
こ
と
な
く
実
施
さ
れ
て
い
る
緩
和
医
療
お
よ
び
緩
和
的
鎮
静
（palliative sedation

）、

生
命
維
持
措
置
の
不
開
始
・
中
断
な
ど
、
一
定
の
範
囲
で
死
を
早
め
る
効
果
が
認
め
ら
れ
る
医
療
措
置
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
の
終
末
期
医
療

実
務
と
医
師
に
よ
る
死
の
援
助
と
の
間
に
倫
理
的
差
異
は
存
在
し
て
お
ら
ず）
₄₆
（

、
そ
れ
ら
が
倫
理
的
に
も
受
容
し
得
る
と
の
強
い
社
会
的
コ
ン

セ
ン
サ
ス
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
医
師
に
よ
る
死
の
援
助
一
般
に
関
し
て
は
明
確
な
社
会
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
こ
そ
存
在
し
て
い
な
い

が
、
死
の
援
助
が
、
判
断
能
力
を
有
し
、
十
分
な
情
報
を
与
え
ら
れ
た
、
重
篤
で
治
癒
不
能
な
成
人
患
者
が
任
意
的
に
求
め
る
も
の
で
、
援

助
が
明
確
に
患
者
の
希
望
と
最
善
の
利
益
に
適
う
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
患
者
の
苦
痛
を
緩
和
す
る
目
的
で
行
わ
れ
る
限
り
に
お
い
て
は
倫

理
的
で
あ
る
と
の
、
強
い
社
会
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
存
在
す
る
と
認
定
し
た）
₄₇
（

。
そ
の
上
で
、
諸
外
国
の
制
度
に
お
け
る
安
全
策
の
有
効
性
を

検
討
し
、
注
意
は
必
要
と
し
な
が
ら
も
、
十
分
な
安
全
策
の
可
能
性
を
示
唆
し）
₄₈
（

、
緩
和
医
療
や
医
師
・
患
者
関
係
に
対
す
る
悪
影
響
に
つ
い

て
も
こ
れ
を
退
け
た）
₄₉
（

。
そ
し
て
、
傷
つ
け
ら
れ
や
す
い
弱
者
の
保
護
に
関
し
て
も
、
医
師
の
幇
助
に
よ
る
死
を
許
容
す
る
こ
と
に
と
も
な
う
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リ
ス
ク
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
監
視
さ
れ
、
実
施
さ
れ
る
と
い
う
厳
格
な
制
限
を
課
す
る
﹁
注
意
深
く
適
切
に
設

計
さ
れ
た
制
度
﹂
に
よ
っ
て
、
か
な
り
の
確
度
で
極
小
化
で
き
る
と
結
論
付
け
た）
₅₀
（

。
ま
た
法
的
に
も
、
カ
ナ
ダ
憲
章
第
七
条
の
基
本
的
正
義

の
原
理
の
判
断
枠
組
み
の
点
に
お
い
て
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
事
件
判
決
の
時
点
か
ら
大
き
な
変
更
点
、
す
な
わ
ち
ⅰ
過
度
の
広
汎
性

（overbreadth
）
お
よ
び
ⅱ
著
し
い
不
均
衡
（gross disproportionality

）
と
い
う
二
つ
の
テ
ス
ト
が
追
加
さ
れ
て
お
り
、
原
告
の
よ
う

に
重
篤
で
治
癒
不
能
な
病
気
を
有
し
、
身
体
的
に
実
行
が
不
可
能
ま
た
は
不
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
、
判
断
能
力
を
有
し
、
彼
ら
の
生
命
の

終
焉
に
際
し
て
、
一
定
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
望
む
成
人
患
者
に
対
し
て
、
不
利
益
を
強
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
差
別
的
で
あ
る
と
結
論
付

け
た
。

　

さ
ら
に
、
カ
ナ
ダ
憲
章
第
一
五
条
違
反
の
点
に
つ
い
て
、
第
一
の
目
的
審
査
に
お
け
る
立
法
目
的
を
﹁
傷
つ
け
ら
れ
や
す
い
弱
者
が
脆
弱

性
に
乗
じ
ら
れ
て
自
殺
へ
と
誘
導
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ）
₅₁
（

﹂
と
し
て
、
そ
の
重
要
性
は
肯
定
し
た
が
、
第
二
の
比
例
審
査
に
お
い
て
、
目
的
と

の
合
理
的
関
連
性
は
肯
定
し
つ
つ
も
、
最
小
限
度
性
お
よ
び
比
例
関
係
性
の
点
に
お
い
て
も
は
や
是
認
し
え
な
い
と
し
て
、﹁
判
断
能
力
を

有
し
、
十
分
情
報
が
与
え
ら
れ
、
曖
昧
さ
を
残
さ
ず
に
成
人
本
人
（
代
行
判
断
者
で
は
な
く
）
が
医
師
の
幇
助
に
よ
る
死
を
要
請
し
、
強
制

や
不
当
な
影
響
力
を
受
け
て
お
ら
ず
、
医
学
的
に
抑
う
つ
状
態
に
は
な
い）
₅₂
（

﹂
場
合
か
つ
現
実
的
・
身
体
的
に
実
行
が
不
可
能
ま
た
は
す
ぐ
に

不
可
能
に
陥
る
場
合
に
限
っ
て
は
、
カ
ナ
ダ
憲
章
第
一
五
条
に
違
反
す
る
と
し
た）
₅₃
（

。

　

こ
れ
に
対
し
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
コ
ロ
ン
ビ
ア
州
の
控
訴
裁
判
所
は
、
翌
二
〇
一
三
年
一
〇
月
、
法
的
・
社
会
的
事
実
の
変
化
や
新
た
な

法
的
論
点
も
ロ
ド
リ
ゲ
ス
事
件
判
決
の
先
例
拘
束
性
を
覆
す
に
は
至
ら
ず
、
ま
た
カ
ナ
ダ
憲
章
第
七
条
に
関
す
る
現
在
の
判
断
手
法
に
照
ら

し
て
も
、
結
論
は
異
な
ら
な
い
な
ど
と
し
て
原
審
を
破
棄
し
た）
₅₄
（

。

　

上
訴
を
受
け
て
、
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
は
二
〇
一
五
年
二
月
、
全
員
一
致
で
連
邦
刑
法
典
第
二
四
一
条
⒝
お
よ
び
第
一
四
条
を
違
憲
と
判

断
し
、
一
年
間
の
猶
予
期
間
の
後
、
無
効
と
な
る
旨
の
判
断
を
下
し
た
。
こ
の
判
決
文
は
、
全
員
一
致
に
よ
る
法
廷
意
見
で
あ
り
、
文
字
通



（　
　
　
　

）

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
安
楽
死
議
論
の
展
開

同
志
社
法
学　

六
九
巻
七
号�

一
〇
七
五

三
一
〇
三

り
、
個
別
の
裁
判
官
名
の
冠
さ
れ
て
い
な
い
、
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
判
所
と
し
て
の
判
断
で
あ
っ
た）
₅₅
（

。

　

ま
ず
連
邦
最
高
裁
は
、
合
憲
性
審
査
の
対
象
を
、
連
邦
刑
法
典
第
二
四
一
条
⒝
お
よ
び
第
一
四
条
の
二
つ
に
設
定
し
た
上
で）
₅₆
（

、
先
例
拘
束

性
違
反
の
主
張
に
対
し
て
は
、
⑴
新
た
な
法
的
論
点
が
提
示
さ
れ
た
場
合
、
ま
た
は
⑵
状
況
ま
た
は
論
争
の
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
が
根
本
的
に
変

わ
っ
た
と
い
う
証
拠
が
あ
る
と
き
に
は
、
先
例
を
見
直
す
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
と
し
、
本
件
で
は
そ
の
両
者
と
も
に
該
当
す
る
と
し
て
先
例

拘
束
性
違
反
の
主
張
を
退
け）
₅₇
（

、
さ
ら
に
連
邦
の
立
法
管
轄
権
違
反
の
主
張
に
対
し
て
、
一
八
六
七
年
憲
法
法
第
九
一
条
二
七
項
に
お
い
て
、

自
殺
禁
止
は
連
邦
の
立
法
権
限
の
適
切
な
行
使
で
あ
り
、
健
康
に
つ
い
て
は
連
邦
と
州
の
競
合
管
轄
（concurrent jurisdiction

）
の
領

域
に
属
す
る
か
ら
、
医
師
の
援
助
を
受
け
た
死
の
問
題
は
連
邦
・
州
の
両
レ
ベ
ル
の
適
切
な
立
法
の
対
象
で
あ
り
、
そ
れ
は
立
法
の
状
況
と

焦
点
に
か
か
っ
て
い
る
と
し
て）
₅₈
（

、
い
ず
れ
も
こ
れ
を
退
け
た
。

　

次
に
、
カ
ナ
ダ
憲
章
第
七
条
違
反
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
個
人
の
生
命
、
自
由
お
よ
び
安
全
に
対
す
る
侵
害
性
の
点
で
、
法
が
延
命
拒

否
を
含
め
て
緩
和
的
鎮
静
や
生
命
維
持
治
療
の
不
開
始
・
中
断
を
認
め
て
お
り
、
議
論
を
﹁
重
篤
で
治
癒
不
能
な
病
状
に
よ
る
苦
痛
を
有
す

る
者
﹂
に
限
定
し
つ
つ
、
侵
害
性
を
肯
定
し
た）
₅₉
（

。
そ
の
上
で
、
カ
ナ
ダ
憲
章
第
七
条
の
基
本
的
正
義
の
原
理
に
つ
き
、
第
一
段
階
の
立
法
目

的
お
よ
び
第
二
段
階
の
手
段
の
恣
意
性
、
過
度
の
広
汎
性
、
著
し
い
不
均
衡
と
い
う
三
つ
の
テ
ス
ト
に
照
ら
し
て
検
討
を
加
え
る
が
、
社
会

の
利
益
等
と
の
利
益
衡
量
に
つ
い
て
は
、
第
七
条
の
考
察
か
ら
は
除
外
し
、
第
一
条
の
下
で
行
う
と
し
て
、M

cL
aflin

連
邦
最
高
裁
主
席

裁
判
官
が
ロ
ド
リ
ゲ
ス
判
決
に
お
い
て
示
し
た
枠
組
み）
₆₀
（

を
採
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も
立
法
目
的
を
﹁
傷
つ
け
ら
れ
や
す
い
弱
者

が
そ
の
脆
弱
性
に
乗
じ
て
自
殺
へ
と
誘
導
さ
れ
る
こ
と
か
ら
の
保
護
﹂
と
設
定
し
、
連
邦
刑
法
典
の
包
括
的
な
自
殺
幇
助
禁
止
規
定
が
、
保

護
を
必
要
と
し
て
い
な
い
人
も
含
め
て
医
師
の
幇
助
を
受
け
て
死
ぬ
機
会
を
奪
っ
て
お
り）
₆₁
（

、
こ
の
立
法
目
的
に
照
ら
し
て
、
著
し
い
不
均
衡

の
点
に
触
れ
る
ま
で
も
な
く
、
過
度
の
広
汎
性
の
点
で
不
当
で
あ
る
と
し
て
、
カ
ナ
ダ
憲
章
第
一
条
の
考
察
へ
と
進
む）
₆₂
（

。
そ
し
て
、
当
該
規

制
の
最
小
限
度
性
の
点
で
、
滑
り
や
す
い
坂
道
に
対
す
る
有
効
か
つ
よ
り
侵
害
的
で
は
な
い
安
全
策
が
見
い
だ
せ
る
と
し
たSm

ith

裁
判
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官
の
判
断
を
支
持
し）
₆₃
（

、
厳
格
な
要
件
と
手
続
に
よ
る
十
分
な
安
全
策
を
構
築
す
る
こ
と
で
立
法
目
的
を
よ
り
制
限
的
で
な
い
方
法
で
達
成
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
ら
、
連
邦
刑
法
典
第
二
四
一
条
⒝
お
よ
び
第
一
四
条
は
、﹁
同
意
能
力
を
有
す
る
成
人
で
、
⑴
生
命
終
結
に
つ
い

て
の
明
確
な
同
意
を
与
え
、
⑵
重
篤
か
つ
治
癒
不
能
な
症
状
（
病
気
、
疾
病
、
障
害
）
が
、
当
該
患
者
の
置
か
れ
た
状
況
下
で
、
本
人
に
と

っ
て
耐
え
が
た
い
継
続
的
な
苦
痛
を
も
た
ら
し
て
い
る
場
合）
₆₄
（

﹂
に
も
医
師
の
援
助
に
よ
る
死
を
禁
止
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
カ
ナ
ダ
憲

章
第
一
条
に
よ
っ
て
も
正
当
化
さ
れ
ず
、
一
五
条
違
反
の
点
を
考
察
す
る
ま
で
も
な
く
、
違
憲
・
無
効
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
た
だ
し
、
連

邦
最
高
裁
は
、
立
法
機
関
に
立
法
の
た
め
の
猶
予
を
与
え
、
無
効
の
宣
言
を
一
二
か
月
間
、
延
期
し
た）
₆₅
（

。

第
四
章
　
立
法
の
動
き

　

カ
ー
タ
ー
事
件
連
邦
最
高
裁
の
判
決
を
受
け
て
、
二
〇
一
五
年
八
月
一
四
日
、
一
一
の
州
・
準
州
は
各
州
法
の
整
備
に
向
け
て
、
合
同
で
、

同
判
決
の
射
程
を
見
極
め
、
諸
方
面
か
ら
の
意
見
聴
取
と
論
点
の
整
理
を
行
い
、
立
法
提
言
に
つ
な
げ
る
た
め
の
有
識
者
会
議
を
設
置
し
た
。

同
会
議
は
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
当
局
を
含
め
、
二
五
〇
以
上
の
関
係
団
体
か
ら
意
見
を
聴
取
し
、
臨
死
介
助
の
対
象
者
要
件
、
傷
つ
け
ら
れ
や
す

い
弱
者
の
保
護
策
、
医
療
関
係
者
の
良
心
的
忌
避
の
保
障
等
の
検
討
に
加
え
、
連
邦
の
調
査
委
員
会
の
立
ち
上
げ
が
遅
れ
て
い
た
こ
と
も
あ

り
、
連
邦
法
改
正
へ
の
提
言
も
視
野
に
入
れ
て
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
三
〇
日
、
四
三
の
提
言
を
内
容
と
す
る
報
告
書）
₆₆
（

を
提
出
し
た
。
こ
れ

に
よ
る
と
、
臨
死
介
助
に
は
患
者
自
身
に
よ
る
服
薬
の
み
な
ら
ず
、
医
師
に
よ
る
処
置
も
含
め
て
ア
ク
セ
ス
を
保
証
す
る
こ
と
（
提
言
三
）、

公
的
助
成
に
基
づ
く
医
療
ケ
ア
制
度
と
連
動
さ
せ
る
こ
と
（
提
言
四
）、
代
行
判
断
は
認
め
な
い
こ
と
（
提
言
一
四
）、
待
機
期
間
は
設
け
な

い
こ
と
（
提
言
二
六
）
等
の
ほ
か
、
連
邦
政
府
に
対
し
て
、
関
与
し
た
医
療
関
係
者
の
明
示
的
保
護
を
刑
法
典
に
盛
り
込
む
こ
と
（
提
言
七
）

や
臨
死
介
助
の
実
施
主
体
と
し
て
医
師
や
診
療
看
護
師
の
指
示
の
下
で
行
動
す
る
特
定
の
医
療
専
門
職
（
正
看
護
師
や
、
可
能
で
あ
れ
ば
医



（　
　
　
　

）

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
安
楽
死
議
論
の
展
開

同
志
社
法
学　

六
九
巻
七
号�

一
〇
七
七

三
一
〇
五

療
助
手
）
を
含
め
る
こ
と
（
提
言
八
）、
年
齢
に
よ
る
制
限
を
設
け
な
い
こ
と
（
提
言
一
七
）、﹁
重
篤
で
治
癒
不
能
な
病
状
﹂
を
患
者
が
受

け
容
れ
う
る
い
か
な
る
手
段
を
講
じ
て
も
緩
和
で
き
な
い
病
気
等
と
だ
け
規
定
し
て
特
別
な
病
状
を
要
件
と
し
て
盛
り
込
ま
な
い
こ
と
（
提

言
一
八
）
等
を
法
改
正
に
盛
り
込
む
よ
う
働
き
か
け
る
こ
と
等
が
提
言
さ
れ
て
い
る
。

　

他
方
、
連
邦
議
会
で
の
立
法
に
先
駆
け
て
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
諸
調
査
と
立
法
提
言
を
行
う
特
別
調
査
委
員
会）
₆₇
（

が
設
置
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
が
、
政
府
与
党
で
あ
っ
た
カ
ナ
ダ
保
守
党
の
ハ
ー
パ
ー
内
閣
は
無
為
に
時
間
を
費
や
し
、
二
〇
一
五
年
七
月
一
七
日
に
な
っ
て
よ
う

や
く
、
法
務
大
臣
と
厚
生
大
臣
は
座
長
と
委
員
を
指
名
し
た
。
直
後
に
控
え
た
総
選
挙
に
忙
殺
さ
れ
た
と
も
見
え
る
が
、H

arvey M
ax 

C
hochinov

博
士
を
座
長
に
、C

atherine F
razee

教
授
、B

enoît P
elletie

教
授
の
三
名
で
構
成
さ
れ
た
委
員
の
う
ち
、
座
長
の

C
hochinov

博
士
とF

razee

教
授
は
い
ず
れ
も
、
最
高
裁
の
聴
聞
に
お
い
て
自
殺
幇
助
の
法
制
化
に
強
く
批
判
的
で
あ
っ
た）
₆₈
（

こ
と
に
鑑
み

る
と
、
当
時
の
政
府
が
立
法
化
に
消
極
的
で
あ
っ
た
事
実
が
窺
え
る
。
当
該
調
査
委
員
会
の
役
割
は
、
当
初
は
、
カ
ー
タ
ー
事
件
判
決
の
訴

訟
関
係
者
お
よ
び
関
連
す
る
医
療
関
係
者
と
議
論
を
行
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
通
じ
て
広
く
国
民
お
よ
び
利
害
関
係
者
か
ら
意
見
を
募

り
、
立
法
作
業
に
選
択
肢
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
一
三
日
、
選
挙
で
大
勝
し
た
カ
ナ
ダ
自
由
党
ト
ル
ド
ー
内

閣
の
新
し
い
法
務
大
臣
と
厚
生
大
臣
は
、
同
委
員
会
の
任
務
か
ら
立
法
提
言
を
除
外
し
た
上
で
、
一
二
月
一
五
日
ま
で
に
答
申
す
る
よ
う
求

め
た
。
同
委
員
会
は
、
多
く
の
関
係
者
か
ら
意
見
を
聴
取
し
つ
つ
、
海
外
視
察
等
も
行
っ
た
上
で）
₆₉
（

、
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
五
日
、
最
終
報

告
書
を
提
出
し）
₇₀
（

、
自
殺
幇
助
（
医
師
の
援
助
に
よ
る
死
）
と
任
意
的
安
楽
死
と
の
相
違
、
主
要
な
語
句
の
定
義
と
対
象
者
と
し
て
の
適
格
性
、

関
与
者
の
リ
ス
ク
と
そ
れ
に
対
す
る
安
全
策
、
死
へ
の
援
助
要
請
の
評
価
手
続
、
医
師
の
職
業
倫
理
の
保
護
等
に
つ
い
て
答
申
が
行
わ
れ
た
。

　

こ
れ
ら
二
つ
の
報
告
書
は
い
ず
れ
も
、カ
ナ
ダ
の
国
民
お
よ
び
関
係
者
の
間
で
一
定
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
る
要
素
も
あ
る
も
の
の
、

い
ま
だ
見
解
が
厳
し
く
対
立
し
た
ま
ま
の
領
域
が
多
く
あ
る
こ
と
を
露
呈
し
て
い
る
。

　

こ
の
間
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
〇
日
に
は
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
が
、
一
定
の
患
者
に
対
し
て
臨
死
介
助
を
実
施
す
べ
く
、
独
自
に
ケ
ベ
ッ
ク
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Ａ
Ｒ
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）
を
制
定
し
て
い
た
。
ケ
ベ
ッ
ク
州
議
会
は
、
二
〇
〇
九
年
に
、
緩
和
ケ
ア
や
緩
和
的
鎮
静
、
患
者
の
事
前
の
指
示
、

お
よ
び“m

edical aid in dying”

を
含
め
た
終
末
期
医
療
の
在
り
方
に
つ
い
て
提
言
を
行
う
独
自
の
委
員
会
を
設
置
し
て
お
り
、
二
〇
一

二
年
三
月
に
州
議
会
に
二
三
の
提
言
を
内
容
と
す
る
報
告
書）
₇₂
（

を
提
出
し
て
い
た
。
こ
の
ケ
ベ
ッ
ク
州
法
に
対
し
て
は
、
こ
れ
に
反
対
す
る
住

民
と
連
邦
司
法
長
官
が
差
し
止
め
を
求
め
て
提
起
し
、
州
の
最
高
裁
に
あ
た
る
州
控
訴
裁
判
所
が
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
二
二
日
、
こ
の
法

律
を
無
効
と
し
た
州
上
級
裁
判
所
の
決
定
を
覆
し
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
〇
日
に
溯
っ
て
同
法
の
有
効
性
を
認
め
て
い
た）
₇₃
（

。

　

こ
の
よ
う
な
混
乱
が
続
く
中
で
、
最
高
裁
の
示
し
た
猶
予
期
間
内
で
の
連
邦
法
改
正
の
実
現
が
危
ぶ
ま
れ
た
た
め
、
新
た
に
政
権
与
党
と

な
っ
た
カ
ナ
ダ
自
由
党
の
ト
ル
ド
ー
首
相
は
、
連
邦
最
高
裁
に
六
か
月
間
の
延
長
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
二
〇
一

六
年
一
月
一
五
日
、
二
〇
一
六
年
六
月
六
日
ま
で
の
四
か
月
の
立
法
期
限
の
延
長
を
認
め
つ
つ
も）
₇₄
（

、
こ
の
間
の
ケ
ベ
ッ
ク
州
法
の
効
力
停
止

に
つ
い
て
は
、
猶
予
期
間
の
延
長
期
間
中
に
お
け
る
個
別
の
例
外
措
置
の
是
非
を
問
わ
れ
た
最
初
の
事
例
と
位
置
づ
け
た
上
で
、
こ
れ
を
退

け
た）
₇₅
（

。

　

一
方
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
一
日
、
連
邦
上
院
と
下
院
はK

elvin K
enneth O

gilvie

上
院
議
員
とR

obert O
liphant

下
院
議
員
を

共
同
座
長
と
し
て
、
特
別
委
員
会）
₇₆
（

を
設
置
し
た
。
同
委
員
会
の
目
的
は
、
先
の
特
別
調
査
委
員
会
の
答
申
お
よ
び
近
年
の
関
係
諸
報
告
書
等

を
検
証
し
、
国
民
、
専
門
家
、
利
害
関
係
者
か
ら
意
見
を
聴
取
し
、
そ
れ
ら
の
結
果
を
踏
ま
え
て
立
法
提
言
を
行
う
こ
と
と
さ
れ）
₇₇
（

、
二
〇
一

六
年
二
月
、
患
者
中
心
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
標
榜
す
る
報
告
書）
₇₈
（

を
議
会
に
提
出
し
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
臨
死
介
助
の
対
象
者
は
末
期
患
者
に

限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
（
提
言
二
）、
病
状
が
精
神
的
苦
痛
の
み
の
患
者
（
提
言
三
）
や
成
熟
し
た
未
成
年
者
（
提
言
六
）
も
含
み
、
ま
た

要
件
と
さ
れ
る
病
状
の
診
断
後
に
作
成
さ
れ
た
事
前
の
指
示
書
に
よ
っ
て
も
可
能
と
す
る
こ
と
（
提
言
七
）
等
、
臨
死
介
助
の
範
囲
を
広
く

カ
ナ
ダ
国
民
に
対
し
て
認
め
る
べ
き
こ
と
が
提
言
さ
れ
て
い
た
。

　

連
邦
議
会
で
の
立
法
作
業
は
、
先
に
出
さ
れ
た
複
数
の
報
告
書
の
内
容
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
や
や
保
守
的
な
法
案
を
中
心
に
行
わ
れ
た
。
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こ
れ
は
、
連
邦
最
高
裁
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
期
限
内
に
立
法
作
業
を
完
了
さ
せ
な
け
れ
ば
、
自
殺
幇
助
罪
規
定
が
無
効
と
な
っ
て
し
ま
う

た
め
、
末
期
患
者
以
外
の
者
に
対
す
る
自
殺
幇
助
一
般
が
解
放
さ
れ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
り
、
と
も
か
く
慎
重
派
も
妥
協
し
う
る
内
容
に
と

ど
め
て
で
も
立
法
作
業
を
急
ぐ
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
、
施
行
後
も
継
続
的
に
調
査
と
検
証
を
行
い
、
数
年
後
に
見
直
し
作
業
を
行
う
こ
と
が

盛
り
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
等
の
事
情
が
背
景
に
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
本
法
案
審
議
の
過
程
か
ら
既
に
問
題
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、

第
一
に
、
対
象
と
な
る
患
者
の
要
件
に
﹁
死
が
合
理
的
に
予
期
さ
れ
う
る
﹂
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
第
二
に
、
一
〇
日
間
と
い
う

待
機
期
間
が
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

二
〇
一
六
年
六
月
一
七
日
、
刑
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律）
₇₉
（

（
以
下
、
本
稿
で
は
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
法
と
略
称
す
る
。）
が
可
決
、
成
立
し
、
女

王
の
裁
可
を
得
て
公
布
さ
れ
た
。
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
が
期
限
と
し
た
六
月
六
日
か
ら
数
日
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
法
の
前
文
に
よ
る
と
、
重
篤
で
治
癒
不
能
な
病
状
に
よ
り
永
続
的
で
耐
え
難
い
苦
痛
に
苛
ま
れ
て
お
り
、
死
へ
の
医
療
的
援
助

を
求
め
る
者
の
自
律
性
を
承
認
す
る
こ
と
、
生
命
の
終
焉
の
不
可
逆
的
性
質
に
鑑
み
、
臨
死
介
助
の
提
供
に
と
も
な
う
瑕
疵
や
濫
用
に
対
す

る
強
固
な
安
全
策
を
講
じ
る
こ
と
、
人
の
生
命
の
固
有
性
と
平
等
性
を
肯
定
し
、
高
齢
者
や
病
者
、
障
害
者
な
ど
の
人
の
生
命
の
質
に
対
す

る
否
定
的
な
認
識
が
助
長
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
傷
つ
け
ら
れ
や
す
い
弱
者
が
そ
の
弱
さ
に
乗
じ
て
死
ぬ
よ
う
に
誘
導
さ

れ
な
い
よ
う
保
護
す
る
こ
と
、
自
殺
は
優
れ
て
公
衆
衛
生
上
の
問
題
で
あ
っ
て
、
個
人
や
家
族
、
社
会
に
対
し
て
永
続
的
な
悪
影
響
を
及
ぼ

し
う
る
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
つ
つ
、
死
が
合
理
的
に
予
期
さ
れ
る
意
思
能
力
の
あ
る
成
人
に
対
し
臨
死
介
助
（
死
へ
の
医
療
的
援
助
）
へ

の
ア
ク
セ
ス
を
認
め
る
こ
と
で
、
臨
死
介
助
を
求
め
る
個
人
の
自
律
と
、
保
護
を
必
要
と
し
て
い
る
傷
つ
け
ら
れ
や
す
い
弱
者
お
よ
び
社
会

の
諸
利
益
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
図
る
こ
と
を
立
法
目
的
に
掲
げ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
、
カ
ナ
ダ
全
土
で
共
通
し
て
臨
死
介
助
が
受
け
ら
れ
る

よ
う
に
各
州
の
諸
規
定
や
連
邦
諸
法
を
整
備
す
る
こ
と
や
、
臨
死
介
助
の
利
用
に
よ
り
家
族
に
法
的
な
不
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
な
い
よ
う
に

す
る
こ
と
、
カ
ナ
ダ
憲
章
第
二
条
が
保
障
す
る
良
心
・
信
仰
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
、
国
民
の
生
活
条
件
の
相
違
や
各
集
団
そ
れ
ぞ
れ
の
必
要
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性
に
配
慮
し
つ
つ
、
カ
ナ
ダ
政
府
が
立
法
以
外
の
広
範
囲
に
亘
っ
て
終
末
期
ケ
ア
を
充
実
さ
せ
る
べ
き
こ
と
、
医
療
関
係
者
の
個
人
的
信
念

を
尊
重
す
べ
き
こ
と
、
成
熟
し
た
未
成
年
者
、
事
前
の
指
示
、
病
状
が
精
神
病
に
限
定
さ
れ
て
い
る
者
な
ど
の
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
探

求
す
べ
き
こ
と
等
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

　

同
法
第
一
条
で
は
、
被
害
者
の
同
意
が
殺
人
罪
の
抗
弁
と
な
ら
な
い
旨
を
規
定
す
る
連
邦
刑
法
典
第
一
四
条
に
つ
い
て
、
若
干
の
文
言
修

正
を
加
え
つ
つ
、
第
二
条
で
は
、
殺
人
罪
の
例
外
規
定
と
し
て
刑
法
典
に
第
二
二
七
条
が
追
加
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
新
設
さ
れ
た
刑
法
典

第
二
四
一
条
二
項
が
規
定
す
る
臨
死
介
助
、
す
な
わ
ち
﹁
死
へ
の
医
療
的
援
助
（M

edical A
ssistance in D

ying

）﹂（
以
下
、
こ
の
カ
ナ

ダ
刑
法
に
規
定
さ
れ
た
臨
死
介
助
に
つ
い
て
、
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
と
い
う
略
称
を
用
い
る
。）
へ
の
関
与
者
の
免
責
が
規
定
さ
れ
た）
₈₀
（

。

　

さ
ら
に
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
法
第
三
条
に
お
い
て
、
自
殺
関
与
罪
に
つ
い
て
規
定
す
る
連
邦
刑
法
典
第
二
四
一
条
に
つ
い
て
、
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
に
際
し
て

同
条
の
適
用
例
外
と
な
る
二
四
一
条
⒝
の
範
囲
を
幇
助
（aid

）
に
限
定
し
、“abet”

を
例
外
措
置
の
対
象
外
と
な
る
二
四
一
条
⒜
に
移
し
た
。

そ
し
て
若
干
の
語
順
の
変
更
を
加
え
つ
つ
、自
殺
の
実
行
に
か
か
わ
ら
ず
﹁
自
殺
に
よ
る
死
﹂
に
つ
い
て
の
教
唆
（counsel

）
お
よ
び“abet”

を
一
四
年
以
下
の
自
由
刑
に
処
す
る
と
規
定
し
た
。
英
米
法
系
の
刑
法
典
で
は
、
一
般
的
に
、“aid and abet”

と
い
う
形
で
規
定
さ
れ
る

こ
と
も
多
く
、
両
者
の
相
違
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
連
邦
刑
法
典
第
二
一
条
一
項
は
、
共
犯
の
範
囲
を
、
⒜
実
際
に

実
行
し
た
者
、
⒝
他
者
の
犯
罪
遂
行
を
援
助
す
る
目
的
（for the purpose of aid

）
で
の
作
為
ま
た
は
不
作
為
を
実
行
し
た
者
、
⒞
他
者

の
犯
罪
遂
行
を“abet”

し
た
者
と
規
定
し
て
お
り
、
概
念
的
に
は
区
別
さ
れ
た
形
と
な
っ
て
い
る
。“aid”

と“abet”

の
相
違
に
つ
い
て
、

カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
は
、“aid”

が
﹁
行
為
者
を
補
助
し
、
援
助
す
る
（assist or help

）﹂
を
意
味
す
る
の
に
対
し
、“abet”

は
﹁
激
励
、

扇
動
、
助
長
ま
た
は
斡
旋
（encouraging, instigating, prom

oting or procuring

）﹂
を
含
む
と
判
示
し
て
お
り）
₈₁
（

、
例
外
措
置
を
よ
り

消
極
的
な
関
与
に
限
定
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
読
み
取
れ
る
。

　

Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
に
関
す
る
諸
概
念
の
定
義
を
規
定
す
る
連
邦
刑
法
典
第
二
二
四
・
一
条
第
一
項
に
よ
る
と
、
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
と
は
、
本
人
の
要
請
に
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基
づ
き
、
そ
の
者
の
死
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
規
制
薬
物
を
、
医
師
（m

edical practitioner

）
ま
た
は
診
療
看
護
師
（nurse 

practitioner

）
）
₈₂
（

が
⒜
投
与
す
る
こ
と
、
ま
た
は
⒝
本
人
が
自
ら
服
用
す
る
で
あ
ろ
う
規
制
薬
物
を
処
方
す
る
こ
と
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
い
く
つ
か
の
州
で
認
め
ら
れ
て
い
る
医
師
に
よ
る
自
殺
幇
助
（
Ｐ
Ａ
Ｓ
）
の
類
型
の
み
な
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
い
く
つ
か
の
国
で
認
め
ら
れ
て
い
る
医
師
の
手
に
よ
る
積
極
的
安
楽
死
の
類
型
を
も
包
摂
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
医
師

を
﹁
州
法
の
下
で
医
療
を
実
践
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
者
﹂、
診
療
看
護
師
を
﹁
州
法
の
下
で
診
療
看
護
師
ま
た
は
同
等
の
名
称
に

お
い
て
、
独
立
し
て
診
察
、
臨
床
検
査
の
指
示
と
結
果
の
判
断
、
薬
物
の
処
方
と
患
者
の
処
置
に
あ
た
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
正
看
護

師
﹂、
薬
剤
師
を
﹁
州
法
の
下
で
薬
剤
を
処
方
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
者
﹂
と
定
義
し
て
い
る
。

　

続
い
て
第
二
四
一
・
二
条
第
一
項
は
、
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
対
象
者
の
要
件
と
し
て
、
⒜
（
最
低
限
の
居
住
期
間
ま
た
は

待
機
期
間
は
別
と
し
て
）
カ
ナ
ダ
政
府
の
公
的
資
金
を
受
け
た
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
受
給
資
格
を
有
す
る
こ
と
、
⒝
満
一
八
歳
以
上
で
、
自
分

の
健
康
に
つ
い
て
決
定
が
可
能
な
こ
と
、
⒞
重
篤
で
治
癒
不
能
な
（grievous and irrem

ediable

）
病
状
に
あ
る
こ
と
、
⒟
死
へ
の
医
療

的
援
助
を
求
め
る
任
意
的
な
、
と
り
わ
け
、
外
部
か
ら
の
圧
力
の
結
果
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
要
請
が
あ
る
こ
と
、
⒠
緩
和
医
療

を
含
め
て
、
患
者
の
苦
痛
を
和
ら
げ
る
他
の
利
用
可
能
な
方
法
に
つ
い
て
知
ら
さ
れ
た
後
で
、
死
へ
の
医
療
的
援
助
を
受
け
る
こ
と
に
つ
い

て
の
十
分
な
情
報
を
与
え
ら
れ
た
上
で
の
同
意
が
あ
る
こ
と
、以
上
の
全
て
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
と
規
定
し
た
。
さ
ら
に
同
条
第
二
項
は
、

重
篤
で
治
癒
不
能
な
病
状
に
関
し
て
、
⒜
深
刻
で
不
治
の
病
気
、
疾
病
ま
た
は
障
害
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
⒝
能
力
が
か
な
り
不
可
逆
的
に

減
退
し
た
状
態
に
達
し
て
い
る
こ
と
、
⒞
病
気
、
疾
病
、
障
害
ま
た
は
能
力
の
減
退
状
態
が
、
患
者
に
と
っ
て
耐
え
難
く
、
患
者
が
受
容
可

能
と
考
え
る
と
こ
ろ
ま
で
は
除
去
で
き
な
い
身
体
的
ま
た
は
精
神
的
な
苦
痛
を
与
え
て
い
る
こ
と
、
⒟
余
命
期
間
に
つ
い
て
の
診
断
が
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
ま
で
は
必
要
と
さ
れ
な
い
が
、
患
者
の
医
療
的
状
況
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
、
自
然
的
な
死
が
合
理
的
に
予
期
可
能

（reasonably foreseeable

）
で
あ
る
こ
と
、
以
上
の
全
て
を
満
た
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
規
定
し
た
。
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さ
ら
に
同
条
第
三
項
は
、
安
全
策
に
係
る
手
続
と
し
て
、
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
を
実
施
す
る
に
あ
た
り
、
医
師
ま
た
は
診
療
看
護
師
は
、
⒜
患
者
が

同
条
第
一
項
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
と
い
う
所
見
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
⒝
患
者
の
要
請
が
、
ⅰ
書
面
に
よ
り
日
付
と
本
人
ま
た

は
同
条
第
四
項）
₈₃
（

の
下
で
の
他
者
に
よ
る
署
名
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
ⅱ
患
者
が
医
師
ま
た
は
診
療
看
護
師
に
よ
っ
て
患
者
が
重
篤
で
治
癒
不

能
な
状
態
に
あ
る
こ
と
の
説
明
を
受
け
た
後
で
署
名
と
日
付
が
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
保
証
す
る
こ
と
、
⒞
本
人
ま
た
は
同
条
第

四
項
の
下
で
の
他
者
に
よ
る
署
名
と
日
付
の
記
載
が
二
名
の
独
立
し
た
証
人
の
面
前
で
行
わ
れ
、
彼
ら
も
そ
の
要
請
書
に
署
名
と
日
付
を
記

載
す
る
こ
と
、
⒟
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
形
で
も
要
請
が
撤
回
可
能
で
あ
る
と
患
者
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
保
証
す
る
こ
と
、
⒠
他
の
医

師
ま
た
は
診
療
看
護
師）
₈₄
（

が
、
当
該
患
者
が
第
二
四
一
・
二
条
第
一
項
所
定
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
内
容
の
書
面

に
よ
る
所
見
が
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
⒡
同
号
⒠
に
い
う
医
師
ま
た
は
診
療
看
護
師
が
独
立
し
て
い
る
こ
と
を
保
証
す
る
こ
と
、
⒢
要
請

が
本
人
ま
た
は
代
理
人
に
よ
っ
て
署
名
さ
れ
て
か
ら
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
が
実
施
さ
れ
る
ま
で
、
少
な
く
と
も
丸
一
〇
日
間
、
も
し
く
は
、
医
師
ま
た

は
診
療
看
護
師
お
よ
び
⒠
に
い
う
医
師
ま
た
は
診
療
看
護
師
の
双
方
が
、
患
者
の
死
ま
た
は
情
報
を
与
え
ら
れ
た
上
で
の
同
意
を
行
う
能
力

の
減
退
が
喫
緊
で
る
と
の
所
見
で
あ
る
場
合
は
、
当
初
の
医
師
ま
た
は
診
療
看
護
師
が
適
切
と
考
え
る
よ
り
短
い
期
間
が
空
い
て
い
る
こ
と

を
保
証
す
る
こ
と
、
⒣
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
が
提
供
さ
れ
る
直
前
に
、
患
者
に
要
請
を
撤
回
す
る
機
会
を
与
え
、
患
者
が
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
を
受
け
る
こ
と
を

明
示
的
に
同
意
し
た
こ
と
を
保
証
す
る
こ
と
、
⒤
患
者
が
意
思
疎
通
が
困
難
な
状
態
に
あ
る
場
合
、
患
者
が
彼
ら
に
提
供
さ
れ
た
情
報
を
理

解
し
、
患
者
の
決
定
を
伝
達
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
必
要
な
手
段
を
講
じ
る
こ
と
の
全
て
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
と
規
定
し
た
。

　

同
条
第
七
項
で
は
、
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
の
実
施
に
あ
た
っ
て
、
関
係
す
る
州
法
や
規
則
、
医
療
水
準
に
基
づ
く
合
理
的
な
知
識
、
ケ
ア
お
よ
び
技

術
が
求
め
ら
れ
、
第
八
号
で
は
、
薬
剤
師
に
対
し
て
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
実
施
に
係
る
処
方
で
あ
る
こ
と
を
事
前
に
告
知
す
る
義
務
が
規
定
さ
れ
て
い

る
。

　

第
二
四
一
・
三
条
に
お
い
て
は
、
医
師
ま
た
は
診
療
看
護
師
が
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
の
提
供
に
あ
た
っ
て
第
二
四
一
・
二
条
第
三
項
⒝
号
な
い
し
⒤
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号
に
定
め
る
諸
要
件
お
よ
び
第
二
四
一
・
二
条
第
八
項
に
故
意
に
（know

ingly

）
違
反
し
た
場
合
、
ま
た
第
二
四
一
・
四
条
に
お
い
て

は
、
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
に
関
す
る
文
書
偽
造
（
同
条
第
一
項
）
や
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
へ
の
ア
ク
セ
ス
や
要
請
の
評
価
を
妨
害
す
る
意
図
で
の
証
拠
隠
滅
（
同

条
第
二
項
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
⒜
正
式
起
訴
に
よ
っ
て
有
罪
と
さ
れ
た
場
合
に
は
五
年
以
下
、
⒝
略
式
起
訴
に
よ
っ
て
有
罪
と
さ
れ
た
場
合

に
は
一
八
カ
月
以
下
の
自
由
刑
に
処
せ
ら
れ
る
と
規
定
し
た
。

　

こ
の
ほ
か
、
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
の
実
施
に
係
る
医
師
等
（
二
四
一
・
三
一
条
第
一
項
）
や
薬
剤
師
（
同
条
第
二
項
）
の
報
告
義
務）
₈₅
（

、
厚
生
大
臣
の

管
理
・
監
督
義
務
（
同
条
第
三
項
）
に
加
え
て
、
第
九
・
一
条
に
お
い
て
、
法
務
大
臣
と
厚
生
大
臣
に
対
し
、
施
行
後
一
八
〇
日
を
超
え
な

い
期
間
内
に
、
成
熟
し
た
未
成
年
者
、
事
前
の
指
示
、
病
状
が
精
神
病
に
限
定
さ
れ
て
い
る
者
か
ら
の
要
請
に
関
す
る
調
査
報
告
書
を
提
出

す
る
こ
と
を
義
務
付
け
（
第
一
項
）、
二
年
以
内
に
連
邦
議
会
に
立
法
提
言
を
含
め
た
報
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
（
第

二
項
）。
さ
ら
に
第
一
〇
条
で
は
、
連
邦
議
会
に
五
年
以
内
の
見
直
し
を
義
務
付
け
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
、
連
邦
最
高
裁
が
示
し
た
期
限
か
ら
遅
れ
る
こ
と
一
一
日
、
な
お
多
く
の
課
題
を
積
み
残
し
た
ま
ま
で
は
あ
る
も
の
の
、
カ
ナ

ダ
は
法
律
に
よ
り
合
法
的
に
安
楽
死
な
ら
び
に
臨
死
介
助
が
実
施
で
き
る
国
と
な
っ
た）
₈₆
（

。

第
五
章
　
若
干
の
考
察

　

カ
ナ
ダ
政
府
の
最
初
の
報
告
書
に
よ
る
と）
₈₇
（

、連
邦
法
に
先
立
っ
た
施
行
さ
れ
た
ケ
ベ
ッ
ク
州
法
に
基
づ
く
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
に
よ
る
死
者
の
数
は
、

二
〇
一
五
年
一
二
月
一
〇
日
か
ら
二
〇
一
六
年
六
月
一
〇
日
ま
で
の
間
に
一
六
七
人
、
二
〇
一
六
年
六
月
一
七
日
か
ら
一
二
月
三
一
日
ま
で

の
間
に
連
邦
法
お
よ
び
ケ
ベ
ッ
ク
州
法
に
基
づ
く
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
に
よ
る
死
者
の
数
は
八
〇
三
人
の
、
合
計
九
七
〇
人
に
上
っ
て
い
る
。
こ
の
う

ち
、
ケ
ベ
ッ
ク
州
、
ユ
ー
コ
ン
準
州
、
ヌ
ナ
ブ
ト
準
州
を
除
い
て
統
計
資
料
か
ら
確
認
で
き
る
五
〇
七
人
に
つ
い
て
、
五
〇
四
人
が
医
師
の
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手
に
よ
る
安
楽
死
型
で
実
施
さ
れ
て
お
り
、
患
者
自
ら
服
用
す
る
Ｐ
Ａ
Ｓ
型
で
の
死
は
わ
ず
か
に
三
人
だ
け
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
一

七
年
一
〇
月
に
刊
行
さ
れ
た
報
告
書）
₈₈
（

に
よ
る
と
、
二
〇
一
七
年
一
月
一
日
か
ら
六
月
三
〇
日
ま
で
の
間
の
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
に
よ
る
死
者
の
数
は
一

一
七
九
人
で
、
カ
ナ
ダ
全
土
で
の
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
に
よ
る
死
者
は
二
一
四
九
人
と
な
っ
て
い
る
。
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
に
よ
る
死
者
数
は
、
人
口
約
三
五
〇

〇
万
人
の
カ
ナ
ダ
の
年
間
の
死
者
数
、
約
二
七
万
人
に
対
し
て
、
〇
・
九
％
に
相
当
す
る
。
こ
の
う
ち
、
統
計
資
料
で
確
認
で
き
る
一
三
八

二
人
に
つ
い
て
、
Ｐ
Ａ
Ｓ
型
で
の
死
者
数
は
五
人
に
と
ど
ま
っ
て
い
る）
₈₉
（

。
す
な
わ
ち
、
カ
ナ
ダ
の
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
は
、
医
師
に
よ
る
自
殺
幇
助
と

い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
積
極
的
（
任
意
的
）
安
楽
死
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
隣
国
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
乗
り
越
え
ら
れ
な
か
っ
た
ハ
ー

ド
ル）
₉₀
（

を
軽
々
と
越
え
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
印
象
す
ら
受
け
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
も
含
め
て
、
各
国
の
情
勢
に
少

な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

こ
の
政
策
が
、
司
法
府
の
判
断
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
る
と
い
う
点
で
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
モ
ン
タ
ナ
州
と
同
様
の
展
開
だ
が）
₉₁
（

、

カ
ナ
ダ
の
連
邦
最
高
裁
は
、
連
邦
刑
法
の
規
定
を
無
効
と
宣
言
し
、
一
年
と
い
う
期
間
を
設
け
て
、
自
分
た
ち
が
示
し
た
要
件
を
満
た
す
よ

う
に
立
法
を
促
し
た
、
司
法
積
極
主
義
に
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
司
法
積
極
主
義
は
、
議
会
の
優
越
の
伝

統
を
持
つ
イ
ギ
リ
ス
と
、
裁
判
所
の
優
越
の
伝
統
を
持
つ
ア
メ
リ
カ
と
の
中
間
・
混
合
的
も
し
く
は
統
合
し
た
形
、
ま
た
は
、
司
法
府
と
立

法
府
の
﹁
対
話
﹂
を
通
じ
て
様
々
な
政
策
の
実
現
を
後
押
し
す
る
も
の
と
も
い
わ
れ
て
お
り
、
わ
が
国
と
は
背
景
が
異
な
る
。
ま
ず
、
カ
ナ

ダ
憲
章
第
一
条
で
は
、﹁
権
利
お
よ
び
自
由
に
関
す
る
カ
ナ
ダ
憲
章
は
、
自
由
か
つ
民
主
的
な
社
会
に
お
い
て
明
確
に
正
当
化
さ
れ
得
る
合

理
性
を
持
ち
、
か
つ
、
法
律
で
定
め
る
制
限
に
の
み
服
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
こ
の
憲
章
で
規
定
す
る
権
利
お
よ
び
自
由
を
保
障
す
る
。﹂

と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
民
主
主
義
的
な
基
盤
を
有
す
る
立
法
府
に
親
和
的
な
構
造
を
採
用
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
加
え
て
、
一
九
八

二
年
カ
ナ
ダ
憲
法
法
第
三
三
条
に
お
い
て
、
連
邦
議
会
お
よ
び
州
議
会
は
、
法
律
で
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
五
年
間
の
時
限
立
法
と
し

て
で
は
あ
る
が
、
司
法
審
査
の
適
用
外
と
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
制
度
上
の
相
違
点
に
も
留
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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五

三
一
一
三

カ
ナ
ダ
の
司
法
審
査
制
と
司
法
積
極
主
義
的
な
姿
勢
は
、
憲
法
制
定
以
来
、
三
十
余
年
の
間
に
、
イ
ギ
リ
ス
と
も
、
ア
メ
リ
カ
と
も
異
な
っ

た
、
リ
ベ
ラ
ル
な
諸
政
策
の
実
現
に
寄
与
し
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
そ
の
是
非
は
措
く
と
し
て
、
こ
れ
を
司
法
府
に
よ
る
政
策
実
現

な
い
し
は
裁
判
所
に
よ
る
実
質
的
立
法
と
見
る
か
、
司
法
府
に
よ
る
救
済
の
一
類
型
と
見
る
か
も
含
め
て
、
注
目
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　

新
法
に
対
し
て
は
、
安
楽
死
賛
成
派
・
反
対
派
の
双
方
か
ら
、
既
に
複
数
の
訴
訟
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
立
法
的
解
決
の
後
も
、
議
論
が

継
続
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る）
₉₂
（

。
も
っ
と
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
連
邦
最
高
裁
は
、
連
邦
お
よ
び
州
の
立
法
機
関
に
問
題
解
決
を
委
ね

た
形
を
と
っ
て
お
り
、
カ
ー
タ
ー
事
件
判
決
に
お
い
て
も
、
立
法
尊
重
の
立
場
を
表
明
し
て
お
り）
₉₃
（

、
立
法
の
場
に
お
け
る
法
改
正
の
議
論
を

待
た
ず
に
、
さ
ら
に
積
極
的
に
司
法
判
断
を
下
す
か
は
疑
問
で
あ
る
。

　

法
的
な
安
楽
死
論
争
の
焦
点
と
な
っ
た
の
は
、
憲
法
上
の
自
由
権
侵
害
の
議
論
と
平
等
権
侵
害
の
議
論
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
合
州
国
を
始

め
、
世
界
各
国
の
議
論
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
カ
ナ
ダ
憲
章
の
場
合
、
第
一
条
に
よ
っ
て
立
法
目
的
と
侵
害
利
益
と
の
利
益

衡
量
が
行
わ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
お
り
、
出
発
点
と
な
る
権
利
侵
害
性
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
や
や
緩
や
か
に
な
る
傾
向
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
の
議
論
の
出
発
点
と
も
い
え
る
ク
ル
ー
ザ
ン
事
件
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
判
所
の
法
廷
意
見

が
、
人
工
栄
養
お
よ
び
水
分
補
給
の
中
断
と
い
う
実
質
的
に
死
を
選
ぶ
権
利
を
仮
定
（assum

e

）
し
つ
つ
考
察
を
進
め
て
い
っ
た
経
緯
と

類
似
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が）
₉₄
（

、
権
利
侵
害
と
い
う
軸
で
展
開
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
一
定
の
要
件
の
下
に
せ
よ
、
死
を
選
ぶ
法
的

な
権
利
が
そ
も
そ
も
存
在
す
る
の
か
と
い
う
出
発
点
の
議
論
を
あ
い
ま
い
な
ま
ま
に
回
避
し
続
け
る
こ
と
は
困
難
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
加

え
て
、
自
殺
幇
助
罪
の
立
法
目
的
を
、
専
ら
、
傷
つ
け
ら
れ
や
す
い
弱
者
の
保
護
と
い
う
点
に
求
め
て
い
る
点
も
、
刑
法
典
に
存
置
さ
れ
た

自
殺
教
唆
罪
の
可
罰
性
、
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
対
象
者
以
外
の
者
に
対
す
る
自
殺
幇
助
罪
の
可
罰
性
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
ま
た
わ
が
国
に
お
け
る
同

意
殺
人
・
自
殺
関
与
罪
の
保
護
法
益
論
と
い
う
観
点
か
ら
も
興
味
深
い
。

　

一
方
で
、
平
等
権
の
議
論
に
関
し
て
は
、
多
文
化
主
義
を
国
是
と
す
る
カ
ナ
ダ
に
お
い
て
は
、
カ
ナ
ダ
憲
章
第
二
七
条
が
﹁
こ
の
憲
章
は
、
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カ
ナ
ダ
国
民
の
他
文
化
的
伝
統
の
維
持
お
よ
び
発
展
と
一
致
す
る
方
法
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
規
定
し
て
い
る
こ
と

も
あ
っ
て
、
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
多
様
性
（
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
）
の
諸
問
題
が
多
文
化
主
義
の
文
脈
に
お
い
て
、
平
等
権
の
問
題
と
し
て

裁
判
で
争
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ロ
ド
リ
ゲ
ス
判
決
の
後
、
一
九
九
〇
年
代
を
通
し
て
、
平
等
権
を
め
ぐ
る
訴
訟
が
相
次
ぎ
、
特
に
一
九

九
五
年
の
ト
リ
ロ
ジ
ー
（
三
部
作）
₉₅
（

）
に
お
い
て
、
平
等
権
審
査
の
枠
組
み
が
発
展
・
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
ロ
ド
リ
ゲ
ス
事
件
最
高
裁
判
決

に
お
い
て
法
廷
意
見
を
述
べ
たSopinka

裁
判
官
と
少
数
意
見
を
述
べ
たM

cL
achlin

裁
判
官
は
、
共
に
一
つ
の
論
陣
を
張
り
、
こ
の
平

等
権
議
論
の
発
展
に
関
与
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
も
裁
判
所
は
比
較
的
広
く
、
平
等
権
侵
害
性
を
認
め
、
リ
ベ
ラ
ル
な
政
策
実
現
に

寄
与
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
カ
ナ
ダ
に
特
有
の
事
情
を
背
景
と
し
な
が
ら
、
今
回
、
連
邦
最
高
裁
が
平
等
権
に
つ
い

て
の
判
断
に
踏
み
込
ま
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
今
後
、
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
法
に
対
し
て
、
カ
ナ
ダ
憲
章
一
五
条
違
反
を
根
拠
に
、
対
象
範
囲
の
拡

大
を
求
め
て
訴
訟
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
、
展
開
が
注
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
医
師
の
み
な
ら
ず
診
療
看
護

師
も
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
の
実
施
が
可
能
と
さ
れ
た
点
や
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
配
慮
し
た
制
度
等
も
、
広
大
な
国
土
に
居
住
地
が
点
在
し
て
お

り
、
都
市
部
に
比
べ
て
医
療
ア
ク
セ
ス
が
限
定
さ
れ
て
い
る
カ
ナ
ダ
特
有
の
事
情
に
基
づ
く
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

カ
ナ
ダ
の
新
聞
が
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
に
よ
る
医
療
費
削
減
効
果
に
つ
い
て
報
じ
て
い
る
よ
う
に）
₉₆
（

、
安
楽
死
・
尊
厳
死
問
題
に
は
、
常
に
、
背
後
に
、

医
療
費
削
減
と
い
っ
た
潜
在
的
な
圧
力
の
可
能
性
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
十
分
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
希
死
念
慮
・
自
殺
願
望

を
持
つ
者
は
、
そ
れ
だ
け
で
も
傷
つ
け
ら
れ
や
す
い
性
質
を
帯
び
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、﹁
注
意
深
く
適
切
に
設
計
さ
れ
た
安
全
策
﹂

が
は
た
し
て
有
効
に
機
能
す
る
か
が
注
目
さ
れ
る
。そ
も
そ
も
立
法
段
階
で
積
み
残
さ
れ
た
ま
ま
の
多
く
の
課
題
を
抱
え
て
い
る
と
は
い
え
、

カ
ナ
ダ
で
の
、
社
会
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
重
視
し
た
議
論
の
在
り
方
や
、
非
常
に
限
定
的
に
設
定
さ
れ
た
安
楽
死
の
対
象
者
の
要
件
、
濫
用

の
危
険
性
に
関
す
る
安
全
策
等
は
、
わ
が
国
の
議
論
に
と
っ
て
も
示
唆
的
と
思
わ
れ
、
今
後
の
展
開
が
注
目
さ
れ
る
。
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一
一
五

（
1
）　

詳
細
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
を
参
照
。

（
2
）　

拙
稿
﹁
自
殺
関
与
罪
に
関
す
る
一
考
察
﹂
同
志
社
法
学
二
三
〇
号
（
一
九
九
三
年
）
一
二
一
頁
以
下
、
同
﹁
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
安
楽
死
議
論
の
礎
石
﹂
同
志
社
法

学
五
六
巻
六
号
（
二
〇
〇
五
年
）
七
四
一
頁
以
下
、
同
﹁
終
末
期
医
療
に
お
け
る
患
者
の
自
己
決
定
に
関
す
る
一
考
察
﹂﹃
大
谷
實
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
﹄（
成
文
堂
、
二
〇

一
一
年
）
三
二
九
頁
以
下
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
）　

二
〇
一
六
年
六
月
一
七
日
か
ら
一
二
月
三
一
日
ま
で
の
期
間
に
八
〇
三
人
、
二
〇
一
七
年
一
月
一
日
か
ら
六
月
三
〇
日
ま
で
の
期
間
に
一
一
七
九
人
の
合
計
一
九
八
二
人
と

な
っ
て
い
る
が
、
連
邦
法
制
定
以
前
に
ケ
ベ
ッ
ク
州
独
自
の
制
度
に
よ
っ
て
死
亡
し
た
一
六
七
人
を
加
え
る
と
、
二
〇
一
七
年
六
月
三
〇
日
ま
で
の
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
合
法
的

な
自
殺
幇
助
・
安
楽
死
に
よ
る
死
亡
者
数
は
二
一
四
九
人
と
な
っ
た
。H

ealth C
anada, ‘2nd Interim

 R
eport on M

E
D

IC
A

L
 A

SSIST
A

N
C

E
 IN

 D
YIN

G
 IN

 

C
A

N
A

D
A

’, h
ttp

s://w
w

w
.can

ad
a.ca/con

ten
t/d

am
/h

c-sc/d
ocu

m
en

ts/services/p
u

blication
s/h

ealth
-system

-services/m
ed

ical-assistan
ce-d

yin
g-in

terim
-

report-sep-2017/m
edical-assistance-dying-interim

-report-sep-2017-eng.pdf

（
4
）　

ケ
ベ
ッ
ク
州
で
は
、
連
邦
法
に
先
立
っ
て
、
二
〇
一
四
年
六
月
五
日
、the A

ct respecting E
nd-of-L

ife C
are

（C
.Q

.L
.R

., c. S-32.0001

）
が
制
定
さ
れ
、‘M

edical 

aid in dying’

す
な
わ
ち
医
師
に
よ
る
自
殺
幇
助
（
致
死
薬
剤
の
処
方
）
が
合
法
化
さ
れ
て
い
た
。See, http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/Show

D
oc/cs/S-32.0001. 

し
か
し
、
こ
れ
に
反
対
す
る
住
民
と
連
邦
司
法
長
官
が
差
し
止
め
を
求
め
て
提
起
し
、
州
の
最
高
裁
に
あ
た
る
州
控
訴
裁
判
所
は
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
二
二
日
、
こ
の
法
律

を
無
効
と
し
た
州
上
級
裁
判
所
の
決
定
を
覆
し
、
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
〇
日
に
溯
っ
て
同
法
の
有
効
性
を
認
め
て
い
た
。Q

uebec 

（A
ttorney G

eneral

） v. D
’A

m
ico, 

2015 Q
C

C
A

 2138, a
va

ila
ble a

t http://citoyens.soquij.qc.ca/php/resultat.php?liste=103348731

（
5
）　R

.S.C
., 1985, c. C

-46, s. 14.

（
6
）　C

rim
inal L

aw
 A

m
endm

ent A
ct, 1972, S.C

. 1972, c. 13, s. 16.

（
7
）　R

.S., 1985, c. C
-46, s. 241.

（
8
）　L

aw
 R

eform
 C

om
m

ission
 of C

an
ad

a. W
orkin

g P
ap

er 28. ‘E
u

th
an

asia; A
id

in
g S

u
icid

e an
d

 C
essation

 of T
reatm

en
t.’ h

ttp
://w

w
w

.lareau
-law

.ca/

L
R

C
W

P28.pdf

（
9
）　L

aw
 R

eform
 C

om
m

ission of C
anada. R

eport 20. ‘E
uthanasia, A

iding Suicide and C
essation of T

reatm
ent.’ http://w

w
w

.lareau-law
.ca/L

R
C

R
eport20.

pdf

（
10
）　R

odriguez v. B
ritish C

olum
bia (A

ttorney G
eneral), [1993] R

.C
.S. 519. 

本
件
に
つ
い
て
は
、
星
野
一
正
﹁
カ
ナ
ダ
最
高
裁
、
医
師
に
よ
る
自
殺
幇
助
拒
否
の
判
決

（
思
い
つ
く
ま
ま
）﹂
時
の
法
令
一
四
六
二
（
一
九
九
三
年
）
四
頁
以
下
、
同
﹁
カ
ナ
ダ
で
医
師
に
よ
る
自
殺
幇
助
を
受
け
た
女
性
﹂
時
の
法
令
一
四
九
〇
号
（
一
九
九
五
年
）
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三
一
一
六

四
五
頁
、
同
﹁
カ
ナ
ダ
上
院
特
別
委
員
会
に
よ
る
患
者
の
自
殺
幇
助
の
法
的
容
認
否
定
﹂
時
の
法
令
一
五
〇
二
号
（
一
九
九
五
年
）
五
四
頁
以
下
、
同
﹃
わ
た
し
の
生
命(

い

の
ち)

は
だ
れ
の
も
の　

尊
厳
死
と
安
楽
死
と
慈
悲
殺
と
﹄（
大
蔵
省
印
刷
局
、一
九
九
七
年
）
一
七
一
頁
以
下
、中
山
研
一
﹁
紹
介　

諸
外
国
に
お
け
る
安
楽
死
の
動
向
（
二
）

　

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ケ
イ
セ
ル
リ
ン
ク　

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
安
楽
死
と
自
殺
援
助
﹂
神
戸
学
院
法
学
二
五
巻
四
号
二
〇
五
頁
以
下
、
町
野
朔
他
編
﹁
カ
ナ
ダ
最
高
裁
判
所
一
九
九

三
年
九
月
三
〇
日
判
決
（
ロ
ド
リ
ゲ
ス
事
件
）﹂、﹃
資
料
・
生
命
倫
理
と
法
Ⅱ　

安
楽
死
・
尊
厳
死
・
末
期
医
療
﹄（
信
山
社
、
一
九
九
七
年
）
九
四
頁
以
下
、
立
石
龍
彦
﹃
自

己
決
定
権
と
死
ぬ
権
利
﹄（
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）
一
〇
七
頁
以
下
参
照
。

（
11
）　

Id
., at 530-531.

（
12
）　R

od
rigu

ez, ［1993
］ R.C

.S. at 589.

（
13
）　Id

., at 590.

（
14
）　Id

., at 595.

（
15
）　Id

., at 601.

（
16
）　Id

., at 601-605.

（
17
）　Id

., at 605.

（
18
）　Id

., at 608.

（
19
）　Id

., at 611.

（
20
）　Id

., at 544.

（
21
）　Id

., at 613.

（
22
）　R

. v. O
akes, ［1986

］ 1 S.C
.R

. 103.

（
23
）　R

od
rigu

ez, ［1993

］ R.C
.S., at 606-607.

（
24
）　Id

. at 613.

（
25
）　Id
., at 608.

（
26
）　Id

., at 613-615.

（
27
）　

な
お
、
マ
ク
ラ
フ
リ
ン
主
席
裁
判
官
は
、
カ
ー
タ
ー
判
決
当
時
に
お
い
て
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
判
決
か
ら
在
任
し
て
い
る
唯
一
の
連
邦
最
高
裁
裁
判
官
で
あ
っ
た
。

（
28
）　

R
od

rigu
ez, ［1993

］ R.C
.S., at 617-619.
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六
九
巻
七
号�

一
〇
八
九

三
一
一
七

（
29
）　Id

., at 621.
（
30
）　Id

.
（
31
）　Id

., at 627.

（
32
）　Id

., at 536.

（
33
）　Id

., at 559.

（
34
）　Id

., at 567.

（
35
）　Id

., at 539-571.

（
36
）　R

 v. L
atim

er, ［2001
］ 1 S.C

.R
. 3; 2001 SC

C
 1 （C

anL
II

）. See also, R
 v. L

atim
er, ［1997

］ 1 SC
R

 217.

（
37
）　See, C

arter v. C
an

ad
a 

（A
ttorn

ey G
en

eral

）, ［2015

］ 1 S
.C

.R
. 331., p

ara. 6. S
ee, also, D

ow
n

ie J an
d

 B
ern

 S
., “R

od
rigu

ez R
ed

u
x”, H

ealth
 L

aw
 

Journal. 2008, at p.45 note 58.

（
38
）　T

h
e S

p
ecial S

en
ate C

om
m

ittee on
 E

u
th

an
asia an

d
 A

ssisted
 S

u
icid

e, ‘O
f L

ife an
d

 D
eath

 - F
in

al R
ep

ort’ h
ttp

s://sen
can

ad
a.ca/con

ten
t/sen

/

com
m

ittee/351/euth/rep/lad-e.htm

（
39
）　T

h
e R

oyal S
ociety of C

an
ad

a E
x

p
ert P

an
el, ‘E

n
d

-of-L
ife D

ecision
 M

akin
g’, availab

le at h
ttp

://w
w

w
.rsc-src.ca/sites/d

efau
lt/files/p

d
f/

R
SC

E
ndofL

ifeR
eport2011_E

N
_F

orm
atted_F

IN
A

L
.pdf

（
40
）　D

IG
N

IT
A

S

の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
に
は
、
加
入
費
用
二
〇
〇
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
に
加
え
、
年
会
費
と
し
て
最
低
八
〇
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
が
必
要
と
な
り
、
お
よ
そ
三
三
七
カ
ナ

ダ
ド
ル
（
お
よ
そ
三
万
円
）
と
な
る
。
自
殺
幇
助
を
受
け
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
準
備
費
用
が
三
五
〇
〇
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
、
医
師
の
診
察
に
一
〇
〇
〇
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
、
実
施

費
用
と
し
て
二
五
〇
〇
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
、
埋
葬
と
役
所
へ
の
書
類
等
で
二
五
〇
〇
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
、
書
類
提
出
代
行
費
用
と
し
て
一
〇
〇
〇
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
の
合
計
一
万
五
〇

〇
ス
イ
ス
フ
ラ
ン
、
カ
ナ
ダ
ド
ル
換
算
で
約
一
万
五
八
〇
〇
カ
ナ
ダ
ド
ル
（
約
一
四
〇
万
円
）
が
必
要
と
な
り
、
渡
航
費
や
滞
在
費
用
を
加
え
る
と
、
相
当
な
金
額
に
上
る
と

考
え
ら
れ
る
。See, B

rochure of D
IG

N
IT

A
S, available at http://w

w
w

.dignitas.ch/index.php?option=
com

_content&
view

=
article&

id=22&
Item

id=5&
lan

g=
en

（
41
）　C

arter v. C
an

ad
a 

（A
ttorn

ey G
en

eral

）, 2012 B
C

S
C

 886, a
va

ila
ble a

t h
ttp

://w
w

w
.cou

rts.gov.bc.ca/jd
b-txt/S

C
/12/08/2012B

C
S

C0886cor1.h
tm

, at 

para. 46-56.

（
42
）　

な
お
、
渡
航
費
やD

IG
N

IT
A

S

へ
の
支
払
い
の
総
額
は
、
三
万
二
〇
〇
〇
カ
ナ
ダ
ド
ル
（
約
二
八
〇
万
円
）
で
あ
っ
た
。See, Id

., at para. 70.
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カ
ナ
ダ
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け
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安
楽
死
議
論
の
展
開

三
一
一
八

（
43
）　Id

., at para. 57-71.
（
44
）　See, https://bccla.org/about/

（
45
）　C

arter v. C
anada （A

ttorney G
eneral

）, 2012 B
C

SC
 886.

（
46
）　Id

., at para. 335.

（
47
）　Id

., at para. 357-358.

（
48
）　Id

., at para. 683-685.

（
49
）　Id

., at para. 736, 746.

（
50
）　Id

., at para. 883 and 1367.

（
51
）　Id

., at para.1190

（
52
）　Id

., at para.1388.

（
53
）　Id

., at para. 1232-1233, 1378.

（
54
）　C

arter v. C
anada （A

ttorney G
eneral

）, 2013 B
C

C
A

 435.

（
55
）　C

arter v. C
anada （A

ttorney G
eneral

）, 2015 SC
C

 5, ［2015

］ 1 S.C
.R

. 331.

（
56
）　Id

., at para. 20.

（
57
）　Id

., at para. 44-45.

（
58
）　Id

., at para. 53.

（
59
）　Id

., at para. 57-70.

（
60
）　Id

., at para. 79. See, also, R
od

rigu
ez, ［1993

］ R.C
.S., at 617-619.

（
61
）　C

arter v. C
anada （A

ttorney G
eneral

）, 2015 SC
C

 5, at para. 87.

（
62
）　Id
., at para. 90.

（
63
）　Id

., at para. 114-118.

（
64
）　Id

., at para. 127.

（
65
）　Id

., at para. 128.
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九
一

三
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（
66
）　P

rovin
cial-T

erritorial E
xp

ert A
d

visory G
rou

p
 on

 P
h

ysician
-A

ssisted
 D

yin
g F

in
al R

ep
ort., a

va
ila

ble a
t h

ttp
://w

w
w

.h
ealth

.gov.on
.ca/en

/n
ew

s/

bulletin/2015/docs/eagreport_20151214_en.pdf
（
67
）　E

xternal P
anel on O

ptions for a L
egislative R

esponse to C
a

rter v. C
a

n
a

d
a

.

（
68
）　C

B
S N

ew
s, D

octor-a
ssisted

 su
icid

e p
a

n
el in

clu
d

es origin
a

l C
row

n
 w

itn
esses., http://w

w
w

.cbc.ca/new
s/politics/doctor-assisted-suicide-panel-

includes-original-crow
n-w

itnesses-1.3157361

（
69
）　C

B
S

 N
ew

s, P
a

n
el lookin

g a
t a

ssisted
 d

y
in

g lea
rn

s m
u

ch
 from

 E
u

rop
ea

n
 ex

p
erien

ce., h
ttp

://w
w

w
.cbc.ca/n

ew
s/can

ad
a/m

an
itoba/p

an
el-

looking-at-assisted-dying-learns-m
uch-from

-european-experience-1.3237703

（
70
）　E

xternal P
anel on O

ptions for a L
egislative R

esponse to  C
a

rter v. C
a

n
a

d
a

, C
onsultations on P

hysician-A
ssited D

ying Sum
m

ary of R
esults and 

K
ey F

indings F
IN

A
L

 R
E

P
O

R
T, http://w

w
w

.justice.gc.ca/eng/rp-pr/other-autre/pad-am
m

/pad.pdf

（
71
）　A

C
T

 R
E

S
P

E
C

T
IN

G
 E

N
D

-O
F

-L
IF

E
 C

A
R

E
, C

Q
L

R
, c. S-32.0001 （“ A

R
E

L
C

”

）.

（
72
）　D

ying w
ith D

ignity, R
eport., a

va
ila

ble a
t file:///C

:/U
sers/ntani/A

ppD
ata/L

ocal/P
ackages/M

icrosoft.M
icrosoftE

dge_8w
ekyb3d8bbw

e/Tem
pState/

D
ow

nloads/rapportcsm
den.pdf

（
73
）　Q

uebec （A
ttorney G

eneral

） v. D
’A

m
ico, 2015 Q

C
C

A
 2138, a

va
ila

ble a
t http://citoyens.soquij.qc.ca/php/resultat.php?liste=103348731

（
74
）　C

arter v. C
anada （A

ttorney G
eneral

）, 2016 SSC
 4

（
75
）　Id

., at para. 6

（
76
）　SP

E
C

IA
L

 JO
IN

T
 C

O
M

M
IT

T
E

E
 O

N
 P

H
YSIC

IA
N

-A
SSIST

E
D

 D
YIN

G

（
77
）　H

ou
se of C

om
m

on
s, Jou

rn
als, N

o. 7, 1st S
ession

, 42n
d

 P
arliam

en
t, 11 D

ecem
ber 2015, p

. 50; S
en

ate, Jou
rn

als, N
o. 6, 1st S

ession
, 42n

d 

P
arliam

ent, 11 D
ecem

ber 2015, p. 56.

（
78
）　M

E
D

IC
A

L
 A

SSIST
A

N
C

E
 IN

 D
YIN

G
: A

 PA
T

IE
N

T-C
E

N
T

R
E

D
 A

P
P

R
O

A
C

H
, R

eport of the Special Joint C
om

m
ittee on P

hysician-A
ssisted D

ying, 

http://w
w

w
.parl.ca/C

ontent/C
om

m
ittee/421/P

D
A

M
/R

eports/R
P8120006/pdam

rp01/pdam
rp01-e.pdf

（
79
）　A

n A
ct to am

end the C
rim

inal C
ode and to m

ake related am
endm

ents to other A
cts （m

edical assistance in dying

）, S.C
. 2016, c. 3

（
80
）　

連
邦
刑
法
典
二
二
七
条
で
は
、M

A
iD

を
提
供
し
た
医
師
ま
た
は
診
療
看
護
師
（
第
一
項
）
お
よ
び
援
助
目
的
で
の
関
与
者
（
第
二
項
）
は
第
二
四
一
・
二
条
の
規
定
を
遵

守
す
る
限
り
に
お
い
て
殺
人
罪
に
は
該
当
し
な
い
旨
が
規
定
さ
れ
、M

A
iD

に
同
意
し
た
患
者
に
関
し
て
は
第
一
四
条
の
適
用
を
受
け
な
い
旨
が
規
定
さ
れ
た
（
第
四
項
）。
な
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六
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二

カ
ナ
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楽
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議
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の
展
開

三
一
二
〇

お
、
第
三
項
に
は
、
注
意
書
規
定
と
し
て
、
例
外
措
置
の
要
件
と
な
る
事
実
に
関
す
る
合
理
的
な
錯
誤
に
基
づ
く
場
合
の
免
責
も
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
81
）　R

 v G
reyeyes ［1997

］ 2 SC
R

 825, para. 26.
（
82
）　

州
に
よ
り
多
少
異
な
る
も
の
の
、
診
療
看
護
師
は
、
州
法
に
よ
り
一
定
の
範
囲
で
独
立
し
て
診
療
や
処
方
が
で
き
る
、
カ
ナ
ダ
の
四
種
あ
る
看
護
職
種
の
最
上
位
の
資
格
で

あ
る
。See, https://cna-aiic.ca/en/professional-developm

ent/advanced-nursing-practice/nurse-practitioners

（
83
）　

同
条
第
四
項
で
は
、
患
者
が
自
分
で
は
署
名
で
き
な
い
場
合
に
は
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
代
理
の
者
が
、
本
人
の
面
前
で
本
人
の
明
示
的
指
示
に
基
づ
い
て
署
名
で
き

る
旨
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
84
）　

彼
ら
は
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
、
担
当
医
師
ま
た
は
診
療
看
護
師
と
の
間
に
指
導
・
監
督
関
係
の
な
い
こ
と
、
要
請
を
行
っ
た
患
者
と
の
間
に
相
続
等
の
利
害
関
係
が
な

い
こ
と
、
そ
の
他
、
患
者
や
他
の
医
師
ら
と
の
客
観
性
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
関
係
に
な
い
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

（
85
）　

同
条
第
四
項
で
は
、
こ
れ
ら
の
義
務
違
反
に
対
し
て
、
⒜
正
式
起
訴
に
よ
っ
て
有
罪
と
さ
れ
た
場
合
に
は
二
年
以
下
、
⒝
略
式
起
訴
に
よ
っ
て
有
罪
と
さ
れ
た
場
合
に
は
略

式
命
令
の
範
囲
で
処
罰
さ
れ
る
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
86
）　

こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
松
井
茂
記
﹁
カ
ナ
ダ
の
尊
厳
死
・
安
楽
死
法
に
つ
い
て
﹂
法
律
時
報
八
八
巻
九
号
（
二
〇
一
六
年
）
八
二
頁
以
下
、
金
納
達
昭
﹁
海
外
だ
よ

り　

Ｃ
Ａ
Ｎ
Ａ
Ｄ
Ａ　

カ
ナ
ダ
に
お
け
る
安
楽
死
の
合
法
化
に
つ
い
て
﹂
法
曹
八
〇
二
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
87
）　H

ealth
 C

an
ad

a, ‘In
terim

 u
p

d
ate on

 m
ed

ical assistan
ce in

 d
yin

g in
 C

an
ad

a Ju
n

e 17 to D
ecem

ber 31’, 2016, h
ttp

s://w
w

w
.can

ad
a.ca/en

/h
ealth

-

canada/services/publications/health-system
-services/m

edical-assistance-dying-interim
-report-dec-2016.htm

l

（
88
）　H

ealth C
anada, ‘2nd Interim

 R
eport on M

E
D

IC
A

L
 A

SSIST
A

N
C

E
 IN

 D
YIN

G
 IN

 C
A

N
A

D
A

’, https://w
w

w
.canada.ca/content/dam

/hc-sc/docum
ents/

services/publications/health-system
-services/m

edical-assistance-dying-interim
-report-sep-2017/m

edical-assistance-dying-interim
-report-sep-2017-

eng.pdf

（
89
）　Id

.

（
90
）　

二
〇
一
五
年
十
月
五
日
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
い
て
医
師
に
よ
る
自
殺
幇
助
を
合
法
化
す
る
下
院
法
案
（A

ssem
bly B

ill

）
一
五
号
に
同
州
知
事
が
署
名
し
て
、
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
生
命
の
終
焉
に
お
け
る
選
択
肢
法
（E

N
D

 O
F

 L
IF

E
 O

P
T

IO
N

 A
C

T
）
が
成
立
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
一
定
の
場
合
の
自
殺
幇
助
が

公
式
に
許
容
さ
れ
る
第
五
番
目
の
州
と
な
っ
た
。
一
〇
年
間
の
い
わ
ゆ
る
サ
ン
セ
ッ
ト
法
（
時
限
立
法
）
な
が
ら
、
同
法
も
、
医
師
の
処
方
し
た
致
死
薬
剤
を
患
者
自
身
が
服

薬
す
る
Ｐ
Ａ
Ｓ
タ
イ
プ
の
法
律
で
あ
る
。
二
〇
一
七
年
七
月
に
出
さ
れ
た
同
州
厚
生
局
の
報
告
書
に
よ
る
と
、
二
〇
一
六
年
六
月
九
日
に
同
法
が
施
行
さ
れ
て
か
ら
同
年
一
二

月
末
ま
で
に
、
二
五
八
人
が
手
続
き
を
行
い
、
そ
の
う
ち
同
法
に
よ
っ
て
死
を
迎
え
た
者
が
一
一
一
人
に
上
る
と
さ
れ
る
。C

A
L

IF
O

R
N

IA
 D

E
PA

R
T

 O
F

 H
E

A
LT

H
, 
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  2016 D
A

TA
 R

E
P

O
R

T, a
va

ila
ble a

t https://w
w

w
.cdph.ca.gov/P

rogram
s/C

H
SI/C

D
P

H
%
20D

ocum
ent%

20

L
ibrary/C

D
P

H
%
20E

nd%
20of%

20L
ife%
20O

ption%
20A

ct%
20R

eport.pdf
（
91
）　

モ
ン
タ
ナ
州
の
医
師
に
よ
る
自
殺
幇
助
の
合
法
化
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
﹁
医
師
に
よ
る
自
殺
幇
助
の
合
法
化
︱
モ
ン
タ
ナ
州
最
高
裁
判
決
を
素
材
と
し
て
︱
﹂
現
代

社
会
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
二
〇
一
二
年
）
第
八
号
一
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
92
）　

例
え
ば
、
新
法
施
行
か
ら
一
〇
日
後
に
は
、B

C
C

L
A

が
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
の
要
件
緩
和
を
求
め
る
患
者
を
支
援
し
て
訴
訟
を
提
起
し
て
い
る
。L

am
b v. C

anada 

（A
ttorney 

G
en

eral

）, 2017 B
C

S
C

 1802., a
va

ila
ble a

t h
ttp

s://bccla.org/w
p

-con
ten

t/u
p

load
s/2017/10/C

J-H
in

kson
-re-L

am
b-v.-C

an
ad

a-A
ttorn

ey-G
en

eral-10-11.

pdf

（
93
）　C

arter v. C
anada （A

ttorney G
eneral

）, 2015 SC
C

 5, at 125.

（
94
）　C

ruzan v. D
irector, M

issouri D
epartm

ent of H
ealth, 497 U

.S. 261,at 279. 

こ
の
点
に
関
し
て
、
拙
稿
﹁
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
安
楽
死
議
論
の
礎
石
﹂
同
志

社
法
学
五
六
巻
六
号
（
二
〇
〇
五
年
）
七
四
一
頁
以
下
参
照
。

（
95
）　

M
iron

 v Tru
d

el, ［1995

］ 2 SC
R

 418; E
ga

n
 a

n
d

 N
esbit v C

a
n

a
d

a
, ［1995

］ 2 SC
R

 513; and T
h

iba
u

d
ea

u
 v C

a
n

a
d

a
, ［1995

］ 2 SC
R

 627.

（
96
）　

新
聞
報
道
に
よ
る
と
、the C

anadian M
edical A

ssociation Journal

の
試
算
で
は
、
Ｍ
Ａ
ｉ
Ｄ
に
よ
る
医
療
費
削
減
効
果
が
年
間
一
億
三
八
八
〇
万
ド
ル
（
約
一
五
七

億
四
〇
〇
〇
万
円
）
に
上
る
可
能
性
が
あ
る
と
さ
れ
た
。G

lobe and M
ail, A

ssisted
 d

yin
g n

o fin
a

n
cia

l bu
rd

en
 to h

ea
lth

 system
: rep

ort,  January 23, 

2017., a
va

ila
ble a

t, https://w
w

w
.theglobeandm

ail.com
/new

s/national/assisted-suicide-could-save-canada-up-to-138-m
illion-a-year/article33701475/


